
福
井
県
に
お
け
る

宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

(
そ
の
三
)
境
外
遥
拝
所
明
細
帳
、
官
祭
招
魂

杜
・
官
修
墳
墓
明
細
帳
、
護
国
神

社
明
細
帳
、
境
外
祖
霊
杜
明
細

帳
、
官
国
幣
社
明
細
帳

長

野

俊

栄

は
じ
め
に
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前
号
で
は
、
福
井
県
立
図
書
館
(
以
下
「
図
書
館
」

と
い
う
)
お
よ
び
国
文
学
研
究
資
料
館
(
旧
・
国
立

史
料
館
。
以
下
「
史
料
館
」
と
い
う
)
が
所
蔵
す
る
、

県
社
以
下
の
神
社
明
細
帳
を
対
象
に
(
そ
の
こ
と

し
て
史
料
学
的
な
考
察
を
加
え
た
。
今
回
、
(
そ
の

一
一
)
と
し
て
取
り
あ
げ
る
の
は
、
両
館
が
所
蔵
す
る

戦
前
の
福
井
県
に
関
す
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
う

ち
、
県
社
以
下
諸
杜
(
村
社
・
無
格
社
な
ど
の
い
わ

ゆ
る
狭
義
の
神
社
)
を
除
い
た
広
義
の
神
社
、
す
な

わ
ち
境
外
遥
拝
所
、
官
祭
招
魂
杜
(
後
に
護
国
神
社
)
、

官
修
墳
墓
、
境
外
祖
霊
社
の
明
細
帳
お
よ
び
官
国
幣

社
の
明
細
帳
で
あ
る
。

長
野

前
稿
に
お
い
て
、
明
細
帳
調
製
に
関
す
る
法
令
や

書
誌
的
事
項
、
記
載
項
目
に
つ
い
て
は
詳
し
く
考
察

し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
と
重
複
し
な
い

限
り
で
論
を
進
め
た
い
。

一
、
境
外
遥
拝
所
明
細
帳

遥
拝
所
と
は
、
あ
る
神
社
の
祭
神
を
、
離
れ
た
場

所
か
ら
拝
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
り
、
本
来
は
神
殿

等
の
建
物
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

明
治
初
年
の
段
階
で
、
神
社
の
分
社
と
遥
拝
所
と
の

区
別
が
不
分
明
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
が
物
語
る
よ

う
に
、
遥
拝
所
で
も
建
物
を
持
つ
も
の
が
一
部
に
は

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
教
部
省
で
は
、
分
霊
を
把
ら
ず

に
、
遥
拝
式
の
み
を
行
な
う
場
所
を
遥
拝
所
と
し
て

定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
存
在
形
態
に
は
、
単

体
で
設
け
ら
れ
た
境
外
遥
拝
所
と
、
神
社
の
境
内
に

設
け
ら
れ
た
境
内
遥
拝
所
の
二
種
が
あ
っ
た
。

前
稿
で
紹
介
し
た
明
細
帳
調
製
に
か
か
る
諸
法
令

を
見
て
み
る
と
、
明
治
九
年
十
二
月
十
四
日
の
教
部

省
達
第
三
十
五
号
が
、
最
初
に
遥
拝
所
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。
こ
の
達
は
、
社
格
ご
と
の
神
社
数
・

神
宮
数
の
増
減
を
国
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
取
調
方
心
得
の
中
で

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

「
遥
拝
所
ハ
固
ヨ
リ
神
社
ニ
非
ス
シ
テ
、
本
社
祭
神

ヲ
遥
拝
ス
ル
ノ
所
ナ
ム
話
語
臥
ト
難
ト
モ
、

公
許
共
有
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
記
載
ス
ヘ
シ
」
「
但
、

遥
拝
所
ノ
内
、
建
物
無
之
向
ハ
算
入
ニ
及
ハ
ス
」
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
神
社
境
内
遥
拝
所
と
境

外
遥
拝
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
を
把
握
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
た
。

明
治
十
二
年
、
そ
の
後
の
社
寺
明
細
帳
の
基
礎
的

な
書
式
を
定
め
た
内
務
省
達
が
出
さ
れ
、
境
外
遥
拝

所
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
独
自
の
書
式
が
定
め

ら
れ
る
。

[
内
務
省
達
乙
第
三
十
一
号
(
抜
粋
)
]

境
外
遥
拝
所
明
細
帳
書
式

何
肺
管
下
何
回
何
郡
何
柵
字
何

某
神
社
遥
拝
所

信敷境建由
徒地内物緒
人坪間
員整数

地
種

以
上

こ
こ
で
取
調
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
「
公
許
共
有

ニ
係
ル
」
境
外
遥
拝
所
の
み
で
あ
り
、

「
建
物
無
之
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遥
拝
所
ハ
記
載
ニ
及
ハ
ス
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
境

内
遥
拝
所
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
述
べ
た
と
お
り
、

府
県
社
以
下
神
社
明
細
帳
内
に
併
記
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
遥
拝
所
は
遥
拝
式
を
行
な
う
だ
け
の
施
設

で
あ
る
た
め
、
通
常
の
神
社
明
細
帳
に
は
記
載
さ
れ

る
祭
神
の
項
目
が
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
。

そ
の
後
、
明
治
十
五
年
十
一
月
に
は
、
境
外
遥
拝

所
独
自
の
明
細
帳
書
式
は
廃
止
さ
れ
、
書
式
は
社
寺

明
細
帳
書
式
に
準
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
大
正

二
年
四
月
二
十
一
日
、
社
寺
明
細
帳
書
式
へ
の
大
幅

改
訂
を
定
め
る
内
務
省
令
が
出
さ
れ
る
と
、
再
び
次

の
よ
う
な
遥
拝
所
独
自
の
書
式
が
定
め
ら
れ
る
。

[
内
務
省
令
第
六
号
(
抜
粋
)
]

第
四
号
様
式

遥
拝
所
明
細
帳
(
美
濃
罫
紙
)

開

国

間

区

柵

大

字

字

番

地

(
遥
拝
所
名
)

由
緒

一
建
物
(
種
類
)

一
境
内
(
坪
数
)

こ
の
大
正
二
年
書
式
と
明
治
十
二
年
書
式
と
の
相

違
点
は
、
建
物
に
つ
い
て
は
大
き
さ
を
示
さ
ず
に
単

に
種
類
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
信

徒
人
員
を
記
載
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
の
二

点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
務
省
令
に
は
「
第
四

十
八
条
本
令
施
行
前
調
製
シ
タ
ル
明
細
帳
ハ
第
七

条
ニ
依
リ
調
製
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
」
と
い
う
附

則
が
あ
り
、
明
治
十
二
年
書
式
に
よ
る
明
細
帳
も
失

効
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
使
い
続

け
ら
れ
た
例
も
多
か
っ
た
。

福
井
県
域
の
境
外
遥
拝
所
明
細
帳
は
、
敦
賀
郡
を

除
く
越
前
国
に
関
す
る
県
本
が
一
冊
だ
け
伝
存
し
て

い
る
が
、
敦
賀
郡
お
よ
び
若
狭
国
三
郡
に
関
す
る
明

細
帳
が
作
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ

の
他
、
今
立
郡
役
所
か
ら
福
井
県
庁
に
引
き
継
が
れ

た
と
見
ら
れ
る
郡
本
が
二
冊
確
認
で
き
る
。
以
下
、

詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

O
「
越
前
回
融
欄
境
外
遥
拝
所
明
細
帳
」

(
県
本
)
図
書
館
蔵

[Et¥思
戸
]

黄
色
の
表
紙
に
「
越
前
園
郷
町
山
境
外
遥
奔
所
明

細
帳
全
」
と
い
う
題
筆
が
あ
り
、
用
紙
に
は
朱
色

十
三
行
罫
の
美
濃
紙
を
使
用
し
て
い
る
。

本
明
細
帳
は
、
明
治
十
二
年
書
式
に
拠
っ
て
お

り
、
南
条
・
今
立
・
丹
生
・
坂
井
の
四
郡
に
あ
る
九

ケ
所
の
境
外
遥
拝
所
の
明
細
を
続
じ
た
も
の
で
あ

る
。
題
筆
の
「
越
前
園
諮
問
」
の
記
載
、
お
よ
び

本
文
用
紙
の
版
心
に
「
石
川
牒
」
と
印
字
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
福
井
県
が
置
県
さ

れ
る
明
治
十
四
年
二
月
七
日
よ
り
前
の
段
階
、
つ
ま

り
越
前
七
郡
(
嶺
北
地
方
)
が
石
川
県
に
含
ま
れ
て

い
た
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
明
治
十
五
年
に
は
境
外
遥
拝

所
の
明
細
帳
は
、
社
寺
明
細
帳
の
書
式
に
準
拠
す
る

形
と
な
っ
た
た
め
、
本
簿
冊
で
も
こ
の
書
式
に
基
づ

い
て
、
県
庁
迄
の
距
離
を
追
記
す
る
な
ど
、
一
部
に

修
正
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
明
治
四
十
三
年
四
月
六
日

の
朱
筆
追
記
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
石
川
県
か
ら

引
き
継
い
だ
帳
簿
を
、
修
正
し
な
が
ら
福
井
県
庁
で

現
用
し
続
け
た
も
の
と
言
え
る
が
、
そ
の
後
大
正
二

年
書
式
に
よ
る
明
細
帳
調
製
が
新
規
に
行
な
わ
れ
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

本
簿
冊
に
お
い
て
、
本
社
拝
殿
に
改
造
さ
れ
た
た

め
に
、
境
外
遥
拝
所
で
は
な
く
な
っ
た
二
件
の
明
細

に
つ
い
て
は
、
そ
の
丁
全
体
に
朱
斜
線
に
よ
る
抹
消

印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
本
社
の
神
社
明
細

帳
で
は
、
遥
拝
所
を
拝
殿
に
改
造
し
た
こ
と
が
新
た

に
追
記
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
不
要
の
遥
拝
所

明
細
帳
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
後
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の
参
考
の
た
め
に
抜
き
取
ら
れ
ず
抹
消
記
号
で
済
ま

せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

。
「
明
治
十
二
年

越
前
固
今
立
郡
遥
拝
所
明
細
帳
」

(
郡
本
)

図
書
館
蔵

[E豆
H
K
]

表
紙
に
墨
書
で
「
明
治
十
二
年
/
越
前
園
今
立
郡

遥
拝
所
明
細
帳
」
、
朱
筆
で
「
拍
」
「
明
治
十
三
年
一
月

永
久
保
存
」
の
書
き
入
れ
、
「
第
八
号
/
永
年
保

存
/
庶
務
係
社
寺
部
」
の
貼
紙
が
あ
る
。
用
紙
に
は

コ
一
種
の
美
濃
紙
十
三
行
罫
紙
を
使
用
し
て
い
る
(
版

心
に
「
武
生
橘
町
農
場
治
左
エ
門
出
版
」
と
印
刷
さ

れ
た
青
色
罫
紙
、
版
心
に
文
字
の
な
い
茶
色
罫
紙
、

同
青
色
罫
紙
)

0
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本
簿
冊
の
内
容
は
、
今
立
郡
内
所
在
一
一
一
ケ
慌
の
境

外
遥
拝
所
に
関
す
る
明
細
帳
で
あ
る
。
県
本
「
越
前

回
諮
問
境
外
遥
拝
所
明
細
帳
」
所
載
の
も
の
と
字

句
を
比
較
す
る
と
、
若
干
の
異
同
を
除
き
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
が
、
末
尾
に
提
出
年
月
日
と
本
社
の
神

職
、
信
徒
総
代
、
戸
長
の
名
前
・
連
印
、
戸
長
役
場

の
公
印
の
あ
る
点
が
異
な
る
。
つ
ま
り
、
本
簿
は
各

戸
長
役
場
か
ら
、
郡
役
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
そ

の
ま
ま
綴
じ
た
原
本
綴
で
あ
る
。

ち
な
み
に
明
細
帳
提
出
日
付
を
見
て
み
る
と
、
日

野
神
社
遥
奔
所
は
「
明
治
十
二
年
十
月
一
三
十
日
」
と

長
野

な
っ
て
い
る
が
、
大
瀧
神
社
遥
奔
所
は
「
明
治
十
三

年
二
月
十
三
日
」
を
加
筆
訂
正
に
よ
り
「
明
治
十
二

年
十
月
十
三
日
」
に
朱
正
、
ま
た
牒
杜
舟
津
神
社
遥

拝
所
も
「
明
治
十
三
一
年
一
月
十
五
日
」
を
「
明
治
十

二
年
十
月
廿
五
日
」
に
朱
正
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
本
来
、
明
治
十
二
年
書
式
に
拠
る
明
細

帳
は
、
明
治
十
二
年
十
一
一
月
末
日
ま
で
に
国
に
提
出

す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
、
何
ら
か
の
事
情
で
提
出

が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
差
し
障
り
が
生
じ
、

日
付
を
改
寵
し
た
痕
跡
と
見
ら
れ
る
。

境
外
遥
拝
所
・
仏
堂
明
細
帳
」

(
郡
本
)
図
書
館
蔵

[E豆
泊
三

表
紙
に
は
墨
書
で
「
明
治
二
十
一
年
/
僻
外
遥
拝
師

明
細
帳
/
福
井
牒
今
立
郡
役
所
」
と
あ
り
、
朱
筆

で
「
第
二
ハ
号
」
「
永
久
保
存
」
の
書
き
入
れ
、
「
第

九
号
/
永
年
保
存
/
庶
務
係
社
寺
課
」
の
貼
紙
が
あ

る
。
用
紙
は
青
色
十
三
一
行
罫
紙
を
使
用
し
て
い
る
(
版

心
に
「
福
井
牒
今
立
郡
役
所
」
と
印
刷
さ
れ
た
も
の

と
文
字
の
な
い
も
の
の
二
種
)
。

内
容
は
「
今
立
郡
境
外
遥
拝
所
明
細
帳
」
と
「
今

立
郡
仏
堂
明
細
帳
」
の
二
つ
か
ら
な
る
。
境
外
遥
拝

所
明
細
帳
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
掲
「
明
治
十
二

越
前
回
今
立
郡
遥
拝
所
明
細
帳
」
と
比
較
し
て

O
「
明
治
二
十
一
年

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

年

み
る
と
、
明
治
十
二
年
の
簿
冊
が
、
各
戸
町
役
場
か

ら
郡
役
所
に
提
出
さ
れ
た
原
本
綴
で
あ
っ
た
た
め
、

末
尾
に
神
官
や
信
徒
総
代
、
戸
長
の
署
名
・
連
印
が

あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
明
治
二
十
一
年
の
簿
冊
に

は
そ
れ
が
な
い
。
明
治
十
五
年
の
書
式
改
正
に
則
っ

て
書
き
直
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
単
に
明

治
二
十
一
年
段
階
で
明
治
十
二
年
の
簿
冊
を
清
書
を

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
仏
堂
明
細
帳
の
考
察
は

別
稿
で
行
な
う
予
定
)
。

二
、
官
祭
招
魂
社
・
官
修
墳
墓
明
細
帳
、

護
国
神
社
明
細
帳

地
方
招
魂
杜
は
、
幕
末
維
新
期
に
国
事
に
舞
れ
た

殉
難
者
の
霊
魂
を
把
る
た
め
の
施
設
と
し
て
、
明
治

初
年
こ
ろ
、
各
府
藩
県
等
が
独
自
に
設
け
た
招
魂
場

に
起
源
を
持
つ
。
そ
の
後
、
官
費
で
招
魂
祭
が
執
り

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
内
外
諸
戦
役
で
の
戦
没
者

を
合
記
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
招
魂
社
(
明
治

八
年
十
月
十
三
日
)
↓
官
祭
招
魂
杜
(
明
治
三
十
四

年
六
月
十
四
日
)
↓
護
国
神
杜
(
昭
和
十
四
年
三
一
月

十
五
日
)
と
い
う
よ
う
に
名
称
の
変
遷
が
あ
っ
た
。

以
下
、
福
井
県
域
に
設
け
ら
れ
た
招
魂
社
、
護
国
神

社
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
見
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
、
現
在
も
福
井
市
に
あ
る
足
羽
山
招
魂
社
で

あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
明
治
三
年
に
遡
る
。
旧
福
井

藩
主
松
平
慶
永
と
福
井
藩
知
事
松
平
茂
昭
が
、
禁
門

の
変
と
戊
辰
戦
争
(
北
越
戦
争
)
で
没
し
た
福
井
藩

士
卒
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
、
墓
碑
を
建
て
て
招
魂

場
と
し
、
招
魂
祭
を
執
行
し
た
。
明
治
六
年
に
は
社

殿
を
造
営
し
て
招
魂
杜
と
改
称
。
明
治
八
年
四
月
二

十
四
日
の
太
政
官
達
に
よ
り
、
戊
辰
戦
争
の
戦
没
者

十
二
名
の
祭
記
の
み
が
官
費
で
行
わ
れ
る
官
祭
と
な

り
、
禁
門
の
変
戦
没
者
七
名
の
祭
杷
は
、
松
平
家
の

私
祭
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
四
年
に
官
祭

足
羽
山
招
魂
杜
と
改
称
さ
れ
、
以
後
、
日
清
・
日
露

戦
役
、
上
海
・
支
那
事
変
で
の
福
井
市
出
身
戦
没
者

を
合
問
し
、
昭
和
十
四
年
に
は
足
羽
山
護
園
神
社
と

改
称
し
て
終
戦
を
迎
え
た
。

ま
た
、
現
在
は
大
野
市
篠
座
の
篠
座
神
社
境
内
神

社
と
し
て
残
る
招
魂
杜
も
、
明
治
三
年
九
月
、
大
野

藩
士
卒
で
戊
辰
戦
争
(
函
館
戦
争
)
に
没
し
た
十
一

名
を
小
洞
に
把
っ
た
こ
と
に
淵
源
を
持
つ
。
は
じ
め

大
野
郡
乾
側
村
に
あ
っ
た
小
洞
が
、
明
治
七
年
に
は

県
杜
篠
座
神
社
境
内
に
移
さ
れ
、
旧
大
野
藩
主
・
土

井
利
恒
の
寄
附
に
よ
っ
て
社
殿
等
が
新
築
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
明
治
=
一
十
四
年
に
は
官
祭
大
野
招
魂
杜
と

改
称
、
昭
和
十
四
年
に
は
更
に
大
野
護
園
神
社
と
改

称
し
た
。

昭
和
十
四
年
、
全
国
の
官
祭
招
魂
社
は
二
斉
に
護

国
神
社
と
改
称
さ
れ
、
府
県
社
相
当
の
指
定
護
国
神

社
が
各
府
県
に
一
社
ず
つ
指
定
さ
れ
た
が
、
福
井
県

で
は
こ
の
と
き
県
全
域
を
区
域
と
す
る
招
魂
杜
が
な

か
っ
た
た
め
、
同
月
十
日
に
護
国
神
社
建
設
奉
賛
会

が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
十
六

年
三
月
二
十
日
、
吉
田
郡
円
山
西
村
経
田
(
同
十
七

年
五
月
五
日
福
井
市
に
編
入
)
に
社
殿
が
竣
工
し
、

同
二
十
七
日
に
は
福
井
牒
護
園
神
社
と
し
て
指
定
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
福
井
県
で
は
指

定
一
社
、
指
定
外
二
社
(
足
羽
山
・
大
野
)
の
合
計

三
社
の
護
国
神
社
が
存
在
す
る
こ
と
に
、
な
っ
た
。

以
上
が
福
井
県
域
に
あ
っ
た
招
魂
社
、
護
国
神
社

の
概
要
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
施
設
に
関
す
る
明

細
帳
調
製
を
定
め
た
法
令
を
見
て
み
た
い
。

全
国
各
地
に
所
在
し
た
招
魂
場
が
、
初
め
て
国
の

管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
明
治
七
年

三
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
内
務
省
達
乙
第
二
十

二
号
は
、
戊
辰
戦
争
の
戦
没
者
を
把
る
招
魂
場
の
地

税
を
免
除
し
、
以
後
の
祭
把
料
・
修
繕
費
を
官
費
支

給
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

に
招
魂
場
の
面
積
、
祭
杷
料
、
修
繕
費
を
雛
形
の
通

り
に
報
告
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
次
の
よ
う
な
明
細
帳
を

調
製
さ
せ
た
。

[
内
務
省
達
乙
第
二
十
二
号
(
抜
粋
)
]

明
細
帳

何
国
何
郡
何
附
字
何
々

一
招
魂
場
称
何
々
杜
何
々
洞

何
年
何
月
創
立
祭
主
側
駐
炉
明

tw悌
人
鰍

一
建
坪
何
坪

内

板
葺
何
坪

拝
殿

瓦
葺
何
坪
本
社

茅
茸
何
坪
何
々

一
祭
杷
春
秋
両
度
欺
又
ハ
何
月
何
日
歎

一
寄
附

米

何

程

何

ノ

誰

歎

金
何
程
何
村
町
誰
外
何
人
欺

国
附
岡
は
除
阿
刷
凶
闘
訓
制
判
列
記
載
ノ
事

一
招
魂
祭
把
ノ
面
々
幾
人

進干
撃支

何智内

号砧
於長
テ軍

接何
戦ふ

打孟
死討

!日ノト
何面ピ
藩々福
士何処
原人へ
旦比
ノ、

卒

何
隊

何
所
ニ
テ
打
死

何
姓
何
某
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何
歳

同
々
々

同
々
々

同
々
々
々

同
々

同
々
々

同
々
々
々

同
々

阪
庁
憎
は
H
H

同
区

右
ノ
通
リ
ケ
所
限
リ
其
事
由
綜
蹟
ヲ
詳
記
シ
、
人

名
・
本
族
・
年
齢
・
戦
没
ノ
景
況
等
可
成
丈
ケ
明

瞭
ナ
ル
ヲ
要
ス
、
且
ツ
実
測
坪
数
絵
図
並
社
堂
墳

墓
実
地
模
様
相
記
シ
候
書
図
面
共
一
一
枚
差
出
可
申

事
右
ノ
通
候
也

年

月

日

ま
た
翌
八
年
十
二
月
二
十
八
日
に
は
、
内
務
省
火

災
に
よ
る
明
細
帳
の
焼
失
等
を
理
由
に
、
次
の
よ
う

な
表
形
式
に
よ
る
新
書
式
に
基
づ
い
た
招
魂
社
明
細

表
の
提
出
を
命
じ
た
。

29 

合何

審議 所在品若魂社招
ケ

所

幾坪

蒋 11 

同議
戦布革故祭平八

同事 藩名| 日

何合人 同齢年何某 齢年号定
何府県

年月富立IJ 

幾日何月

何某 祭主 L_  

そ
の
後
、
府
県
の
統
廃
合
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
や

調
査
洩
れ
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
明
治
十

二
年
一
月
二
十
一
日
、
再
び
明
細
帳
の
調
製
が
命
じ

ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
招
魂
杜
と
墳
墓
の
明
細
帳
調
製

は
、
別
々
の
達
書
で
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で

は
初
め
て
一
緒
の
達
で
書
式
が
定
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
こ
の
達
書
に
よ
り
、
戊
辰
役
戦
没
者
を
把
る
官

祭
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
戦
没
者
を
杷
っ
た
私

祭
(
足
羽
山
招
魂
杜
の
場
合
、
禁
門
の
変
の
戦
没
者
)

に
つ
い
て
も
明
細
帳
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。[
内
務
省
達
乙
第
三
号
(
抜
粋
)
]

府
県

従
軍
殉
国
ノ
者
、
招
魂
杜
並
墳
墓
等
之
義
ニ
付
、
明

治
七
年
当
省
乙
第
十
二
号
、
同
年
乙
第
二
十
二
号
及

八
年
乙
第
百
七
十
一
号
達
之
旨
モ
有
之
、
夫
々
取
調

差
出
候
処
、
爾
後
諸
県
廃
合
分
割
及
移
転
或
ハ
調
洩

等
ノ
廉
ヲ
以
テ
、
追
々
差
出
候
向
モ
有
之
、
右
明
細

帳
二
疋
不
相
成
候
条
、
明
治
十
二
年
一
月
ノ
調
ヲ
以

テ
更
ニ
別
紙
書
式
ニ
照
準
取
調
可
申
、
尤
招
魂
社
ハ

境
内
及
建
物
等
見
取
絵
図
面
相
添
、
至
急
可
差
出
、

此
旨
相
達
候
事

但
、
人
民
自
費
ヲ
以
テ
建
設
候
分
モ
本
文
ニ
準
シ

長
野

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

取
調
可
差
出
、
尤
官
民
立
共
無
之
ハ
其
旨
可
届
出

事(
別
紙
)

明
細
帳
書
式

用
紙
美
濃
紙

何
県府
主主
白

下
何舵布
固でZf
郡市前
町村様唾

字タマ
ルヘ
ヘシ
シ私

私 官該建境
祭杜物内
入ヨ間坪
名リ数数ニ創
表管 並開基

轄ノ本地主古
庁議殿種器量
迄 22拝 草創
ノ喜殿姓人ア建
距言己其名民ル人
雌丈他ヲ宰モ名私官
革ヘイす記支ノ及的

数シ属ス伴昔話
ヘハ記其魂
シ其ス型社

へ該
シ社

由
緒戦

死
事
故

何
年
何
所
ノ
役
何
国

何
所
ニ
於
テ
戦
死

前
書
之
通
相
違
無
之
候
也何

府
県
印

(
以
下
、
墳
墓
地
の
明
細
帳
書
式
は
後
掲
)

年
号

月

日

こ
の
半
年
後
の
同
年
六
月
二
十
八
日
、
そ
の
後
の

社
寺
明
細
帳
書
式
全
般
の
基
礎
を
定
め
た
内
務
省
達

が
出
さ
れ
る
が
、
「
公
許
共
有
ニ
係
ル
」
境
外
の
招
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魂
社
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
更
に
新
た
な
る
書
式
が

定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

[
内
務
省
達
乙
第
三
十
一
号
(
抜
粋
)
]

境
外
招
魂
社
明
細
帳
書
式

何
鵬
管
下
何
回
何
郡
何
柵
字
何

招
魂
杜

由
緒

一
建
物

一
共
有
人
員

以
上

そ
の
後
、
明
治
十
五
年
の
内
務
省
達
に
よ
り
、
境

外
招
魂
杜
独
自
の
明
細
帳
書
式
は
廃
止
さ
れ
、
社
寺

明
細
帳
書
式
に
準
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
大
正

二
年
四
月
二
十
一
日
、
社
寺
明
細
帳
書
式
へ
の
大
幅

改
訂
を
定
め
る
内
務
省
令
が
出
さ
れ
る
と
、
再
び
次

の
よ
う
な
招
魂
社
独
自
の
書
式
が
定
め
ら
れ
る
。

[
内
務
省
令
第
六
号
(
抜
粋
)
]

第
三
号
様
式

招
魂
杜
明
細
帳
(
美
濃
罫
紙
)

硝
国
間
区
桐
大
字
字
番
地
鎮
座

目

下

一

1

4

!

(

間

祭

招

魂

社

名

)

由
緒

一
社
殿
(
種
類
)

一
境
内
(
坪
数
)

一
祭
神

こ
の
内
務
省
令
は
「
神
社
制
度
に
関
す
る
規
則
を

初
め
て
体
系
的
に
ま
と
め
、
整
備
し
た
」
も
の
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
省
令
に
招
魂
杜

に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
す
な

わ
ち
、
招
魂
杜
が
「
一
貫
し
て
神
社
行
政
の
対
象
で

あ
っ
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

官
祭
招
魂
杜
は
、
昭
和
十
四
年
に
護
国
神
社
と
改

称
さ
れ
る
た
め
、
明
細
帳
に
も
「
護
国
神
社
明
細
帳
」

と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
新
規
に
護
国
神
社
明
細
帳
の
書
式
を
示
し
た
法

令
は
、
管
見
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

さ
て
、
次
に
招
魂
杜
と
関
連
の
深
い
官
修
墳
墓
に

つ
い
て
見
て
み
た
い
。
官
修
墳
墓
と
は
、
戊
辰
戦
争

の
官
軍
戦
没
者
を
埋
葬
し
た
墳
墓
の
こ
と
で
、
明
治

七
年
二
月
十
五
日
の
内
務
省
達
に
よ
り
、
修
繕
費
が

官
費
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
を
い
う
。

官
修
墳
墓
に
は
、
県
知
事
監
督
下
の
監
守
者
が
置
か

れ
、
そ
の
修
繕
、
管
理
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。

元
来
、
戊
辰
役
戦
没
者
の
墳
墓
地
に
隣
接
す
る
形

で
招
魂
場
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
足

羽
山
の
場
合
も
例
に
漏
れ
ず
、
招
魂
場
の
附
属
地
に

墳
墓
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
墳
墓
に
は
戊
辰
戦
争
(
北

越
戦
争
)
の
戦
没
者
で
あ
る
福
井
藩
士
・
高
階
幾
次

郎
の
遺
骨
が
葬
ら
れ
た
。
明
治
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
に
は
墳
墓
監
守
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同

三
十
四
年
六
月
二
十
四
日
よ
り
官
修
墳
墓
地
と
称
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
墳
墓
の
明
細
帳
に
つ
い
て
は
、
明
治
七
年
の

内
務
省
達
乙
第
十
二
号
で
も
調
製
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
具
一
体
的
な
書
式
を
掲
げ
て
明
細
帳
(
表
)
の

調
製
を
命
じ
た
の
は
、
翌
八
年
十
二
月
二
十
八
日
の

内
務
省
達
で
あ
っ
た
。

[
内
務
省
達
乙
第
百
七
十
一
日
す
(
抜
粋
)
]

右之
所ぷ幾う、

同 最壌重内郡量国 在名地墳所墓

き量進 墳墓
合幾坪 同 幾坪

地
坪

細表明

候也

空籍軍戦

同
死事故

同 イ落可 藩名! 日

何合人 年齢イ某可

{可

同 姓名 府

同 22 年月創立 県

同 外何人イ莱可
及寄附建設ノ

名人
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こ
こ
で
書
式
が
示
さ
れ
て
い
る
墳
墓
明
細
表
は
、

府
県
単
位
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
墳
墓
単

位
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

明
治
十
二
年
一
月
二
十
一
日
、
招
魂
社
と
墳
墓
の
両

方
に
関
し
て
、
新
た
な
書
式
に
よ
る
明
細
帳
調
製
が

命
じ
ら
れ
、
墳
墓
単
位
の
明
細
帳
書
式
が
示
さ
れ

た。[
内
務
省
達
乙
第
三
号
(
抜
粋
)
]

明
細
帳
書
式
用
紙
美
濃
紙

何
県府

管
下
何
国

f膏郡モ壁
墓附すス引
地字シ冊

該域
墓内
地坪
ヨ数事年
リ並世月
管地工其
轄種主型
庁 JE2
j乞姓人ハ宝
Y名民詳雪

距ヲ童号函
離記ラスヌ
里ス向シル
扮ヘハ

シ其

一
開
設

埋
葬
人
名
表
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イ所於ニ可何何所年
戦

死戦テ役何回ノ
死事故

イ可
名藩! 日

藩

何某 姓名

何歳 齢年

号年月
創立年月

日

イ可

某

前
書
之
通
相
違
無
之
候
也

年
号

日

何
府
県
印

月

境
外
招
魂
杜
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
二
年
の
内
務

省
達
乙
第
三
十
一
号
で
、
新
規
の
明
細
帳
書
式
が
定

め
ら
れ
た
が
、
墳
墓
に
つ
い
て
は
こ
の
達
書
で
は
何

の
言
及
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
正
二
年
の
内
務

省
令
第
六
号
で
は
、
第
五
様
式
と
し
て
官
修
墳
墓
明

細
帳
の
様
式
が
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

[
内
務
省
令
第
六
号
(
抜
粋
)
]

官
修
墳
墓
明
細
帳
(
美
濃
罫
紙
)

問
国
間
川
区
間
大
字

県

「

町

キ

番
地

官
修
墳
墓

rよー，

ナ

一
設
置
ノ
沿
草

一
域
内
(
坪
数
)

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
官
祭
招
魂
社
、
官
修
墳

墓
、
護
国
神
社
に
関
す
る
福
井
県
域
の
明
細
帳
に
つ

い
て
は
、
次
に
紹
介
す
る
二
冊
の
伝
存
が
確
認
で
き

る。

長
野

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

O
「
官
祭
招
魂
杜
・
官
修
墳
墓
明
細
帳
」

(
県
本
)
図
書
館
蔵
官
コ
ピ
〉
ミ
ニ

ボ
ー
ル
紙
様
の
表
紙
に
は
「
大
正
七
年
六
月
/

館
瞬
時
蹴
明
細
帳
/
教
育
課
杜
寺
係
」
と
墨
書
さ

れ
て
お
り
、
内
容
は
次
の

の
綴
か
ら
な
っ
て
い
る

(
ハ
)
の
三
つ

(
記
号
は
筆
者
が
便
宜
的
に

(
イ
)

付
与
し
た
。
以
下
同
)
。

(
イ
)
「
足
羽
山
招
魂
社
井
官
修
墳
墓
明
細
帳
」

表
紙
に
は
「
大
正
七
年
六
月
現
在
/
足
羽
山
招
魂

社
井
官
修
墳
墓
明
細
帳
」
と
墨
書
さ
れ
、
表
紙
一
箇

所
と
裏
表
紙
綴
目
二
箇
所
に
「
足
羽
山
招
魂
社
社
務

所
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
更
に
「
招

魂
杜
明
細
帳
」
と
「
官
修
墳
墓
明
細
帳
」
の
二
つ
に

分
か
れ
る
。
明
細
帳
本
体
は
、
い
ず
れ
も
用
紙
に
無

題
青
十
二
行
罫
の
美
濃
紙
を
用
い
て
い
る
が
、
招
魂

杜
明
細
帳
の
祭
神
名
簿
に
は
無
題
の
青
十
二
行
罫

紙
、
版
心
に
「
福
井
牒
」
と
あ
る
赤
色
十
三
一
行
罫
紙
、

同
黒
色
十
三
行
罫
紙
の
=
一
種
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

本
簿
冊
は
、
表
紙
に
「
大
正
七
年
六
月
現
在
」
と

あ
る
よ
う
に
、
大
正
七
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
変
更
が
生
じ
た
事
項
に
つ
い

て
は
、
朱
書
き
に
よ
る
追
記
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

昭
和
十
四
年
、
社
名
が
官
祭
足
羽
山
招
魂
杜
か
ら
足
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羽
山
護
園
神
社
に
改
称
さ
れ
、
ま
た
昭
和
十
一
年
に

所
在
地
の
足
羽
郡
木
田
村
が
福
井
市
に
編
入
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
、
明
細
帳
で
も
杜
名
に
「
足
羽
山
護
園

神
社
」
、
所
在
地
に
「
福
井
牒
福
井
市
山
奥
町
六
拾
字

壱
番
地
」
と
い
う
赤
ベ
ン
書
き
に
よ
る
貼
紙
追
記
が

な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
由
緒
の
項
に
も
、
大
正
十
三

年
以
後
の
新
た
な
合
記
や
皇
族
に
よ
る
祭
記
料
下
賜

な
ど
の
件
が
追
記
さ
れ
て
お
り
、
同
様
に
祭
神
名
簿

も
用
紙
を
変
え
な
が
ら
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
最
終

の
合
記
名
簿
は
昭
和
十
六
年
九
月
二
十
二
日
の
も
の

で
、
「
支
那
事
変
」
戦
没
者
六
十
六
名
お
よ
び
旧
円

山
東
村
(
同
年
四
月
一
日
に
福
井
市
に
編
入
)
の
戦

没
者
十
八
名
と
な
っ
て
い
る
。

招
魂
杜
明
細
帳
と
官
修
墳
墓
明
細
帳
は
、
と
も
に

大
正
二
年
書
式
に
拠
っ
て
い
る
が
、
招
魂
社
明
細
帳

の
昭
和
十
六
年
九
月
二
十
二
日
に
合
記
さ
れ
た
祭
神

名
簿
だ
け
が
書
式
を
異
に
し
て
い
る
。

(
口
)
「
官
祭
(
大
野
)
招
魂
社
明
細
帳
」

表
紙
に
は
「
大
正
七
年
六
月
/
官
祭
招
魂
杜
明
細

帳
/
大
野
郡
大
野
町
大
野
篠
座
神
社
境
内
/
官
祭
招

魂
杜
」
と
墨
書
さ
れ
、
用
紙
に
青
色
無
題
の
十
二
行

罫
美
濃
紙
を
用
い
て
い
る
。

大
野
町
篠
座
に
あ
っ
た
官
祭
招
魂
杜
も
、
昭
和
十

四
年
の
招
魂
杜
制
度
改
正
に
よ
り
改
称
さ
れ
た
た

め
、
当
初
「
官
祭
大
野
招
魂
杜
」
と
記
載
さ
れ
て
い

た
社
名
に
赤
ベ
ン
書
き
の
貼
紙
で
「
大
野
護
園
神

社
」
と
追
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
中
の
最
終
記
載
は

明
治
三
十
九
年
に
幌
幕
提
灯
に
菊
花
紋
章
の
使
用
を

許
可
さ
れ
た
件
で
あ
り
、
表
紙
か
ら
も
大
正
七
年
六

月
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

本
簿
冊
も
(
イ
)
と
同
様
、
大
正
二
年
書
式
に
拠

っ
て
い
る
。

(
ハ
)
「
従
軍
殉
国
之
者
招
魂
社
明
細
衰
」

無
表
紙
で
、
第
一
丁
は
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十

七
日
付
、
石
川
県
令
千
阪
高
雅
か
ら
内
務
卿
伊
藤
博

文
に
宛
て
ら
れ
た
「
従
軍
殉
園
杜
招
魂
社
明
細
表
等

進
達
観
」
の
写
で
始
ま
る
。
用
紙
は
全
丁
に
「
福
井

牒
」
の
版
心
題
を
持
つ
茶
色
十
三
行
罫
の
美
濃
紙
を

使
用
。
第
二
丁
は
足
羽
山
の
招
魂
杜
明
細
帳
と
な
っ

て
お
り
、
以
後
、
招
魂
社
で
祭
ら
れ
る
祭
神
名
簿
と

し
て
、
第
三
丁
「
官
祭
人
名
表
(
戊
辰
北
越
ノ
役
戦

死
ノ
者
十
二
名
)
」
、
第
四
丁
「
私
祭
人
名
表
(
元
治

元
年
京
師
変
動
ノ
節
戦
死
ノ
者
七
名
)
」
、
第
五
1
十

丁
「
明
治
二
拾
七
八
年
日
清
役
戦
死
者
人
名
(
一
名
)
」

「
明
治
三
十
七
八
年
日
露
役
戦
死
者
人
名
(
百
二

十
名
)
」
と
な
っ
て
い
る
。
日
清
・
日
露
戦
役
の
戦
死

者
合
問
が
許
可
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
九
年
四
月
二

十
四
日
の
こ
と
な
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
時
点
で
書

写
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
簿
冊
の
進
達
表
日
付
は
明
治
十
二
年
十
二
月
二

十
七
日
で
あ
る
が
、
本
簿
は
同
年
六
月
二
十
八
日
の

内
務
省
乙
第
三
十
一
号
に
定
め
る
境
外
招
魂
社
明
細

帳
書
式
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
前
の

同
年
一
月
二
十
一
日
の
内
務
省
達
乙
第
三
号
に
定
め

る
明
細
帳
書
式
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
明

治
三
十
九
年
四
月
二
十
四
日
に
合
杷
が
許
可
さ
れ
た

日
清
役
・
日
露
役
戦
死
者
人
名
簿
に
つ
い
て
は
、
表

の
室
田
式
が
異
な
っ
て
い
る
。

O
「
福
井
聴
護
国
神
社
明
細
帳
」

(
国
本
カ
)

図
書
館
蔵

[E弓
面
会
]

表
紙
に
は
「
福
井
牒
/
護
園
神
社
明
細
帳
/
神
祇

院
」
と
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
朱
書
で
「
指
定
一
/
指

定
外
二
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
指
定
」
「
指
定
外
」

と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
吉
田
郡
円
山
西
村
に
あ

っ
た
福
井
勝
護
園
神
社
が
「
指
定
」
と
さ
れ
、
福
井

市
山
奥
町
の
足
羽
山
護
園
神
社
お
よ
び
大
野
郡
大
野

町
篠
座
の
大
野
護
園
神
社
が
「
指
定
外
」
と
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
本
簿
の
目
次
に
も
、
こ
れ
ら
三
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社
の
名
が
見
え
る
が
、
実
際
に
は
次
に
示
す
よ
う
に

(
ニ
)
と
(
ホ
)
の
指
定
外
二
杜
の
明
細
帳
の
み
が

続
ら
れ
て
お
り
、
福
井
牒
護
園
神
社
の
明
細
帳
は
綴

ら
れ
て
い
な
い
。
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一
方
、
表
紙
に
「
神
祇
院
」
と
あ
る
の
は
、
昭
和

十
五
年
十
一
月
の
勅
令
第
七
百
三
一
十
六
号
に
よ
り
、

内
務
省
神
社
局
か
ら
昇
格
し
た
国
家
機
関
の
名
称
で

あ
る
。
本
簿
冊
の
用
紙
は
、
ほ
と
ん
ど
が
版
心
に
「
福

井
牒
」
と
あ
る
赤
色
十
三
一
行
罫
紙
を
用
い
て
い
る

が
、
目
次
な
ど
一
部
に
「
神
社
明
細
帳
神
祇
院
」

と
印
刷
さ
れ
た
赤
色
十
三
行
罫
紙
を
使
用
し
て
い

る
。
目
次
は
簿
冊
を
管
理
す
る
機
関
で
作
成
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
簿
冊
は
、
福
井
県
か
ら

国
に
提
出
さ
れ
た
明
細
帳
を
緩
じ
た
国
本
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
国
家
の
公
簿
が
福
井
県
に
伝
来
し
た

理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
島
根
県
立
図
書
館
で
も

神
祇
院
旧
蔵
の
神
社
明
細
帳
十
六
冊
が
所
蔵
さ
れ
て

お
り
、
同
じ
く
京
都
府
立
総
合
資
料
館
で
も
内
務
省

社
寺
局
と
宗
教
局
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
寺
院
明
細
帳

十
冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
話
。
い
ず
れ
も
そ
の
理
由
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
福
井
県
の
場
合
も
何

ら
か
の
事
情
で
固
か
ら
県
に
移
管
さ
れ
、
そ
の
途
中

で
福
井
牒
護
園
神
社
明
細
帳
が
抜
き
取
ら
れ
た
も
の

長
野

と
推
察
さ
れ
る
。

(
ニ
)
「
足
羽
山
護
園
神
社
明
細
帳
」

先
述
の
(
イ
)
「
足
羽
山
招
魂
社
井
官
修
墳
墓
明
細

帳
」
と
本
文
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
が
、

(
お
)

次
に
掲
げ
る
相
違
点
よ
り
、
本
簿
が
大
正
十
三
一
年
ご

ろ
、
福
井
県
よ
り
内
務
省
に
提
出
さ
れ
た
国
本
で
あ

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
ず
、
由
緒
に
つ
い
て
、
本
文
中
に
明
治
四
十
二

年
ま
で
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
点
は
、
両
者
と
も
同

じ
で
あ
る
が
、
本
簿
は
大
正
十
三
年
十
一
月
九
日
か

ら
昭
和
十
二
年
九
月
二
十
五
日
に
か
け
て
の
由
緒
の

追
加
記
載
を
内
務
省
十
四
行
罫
紙
で
追
記
し
て
い

る
。
次
に
、
大
正
十
三
年
九
月
に
拝
殿
を
神
撰
所
に

改
造
し
、
新
た
に
別
途
拝
殿
を
新
築
し
た
件
に
つ
い

て
、
(
イ
)
で
は
こ
れ
を
追
加
記
載
し
て
い
る
が
、

本
簿
で
は
こ
れ
を
本
文
中
に
記
載
し
て
い
る
。
改
造

お
よ
び
新
築
の
許
可
が
出
た
の
は
同
年
二
月
の
こ
と

で
あ
る
こ
と
よ
り
、
本
簿
は
大
正
十
三
年
二
月
か
ら

十
一
月
の
聞
に
福
井
県
で
作
成
さ
れ
た
も
の
が
、
内

務
省
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
も
追
記
を
加
え
な
が
ら

神
祇
院
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
科
学
的
考
察

(
ホ
)
「
大
野
護
園
神
社
明
細
帳
」

先
述
の
(
ロ
)
「
官
祭
(
大
野
)
招
魂
社
明
細
帳
」

と
記
載
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
た
め
、
大

正
二
年
書
式
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(
ロ
)

と
の
相
違
点
は
、
本
簿
で
は
由
緒
の
追
記
に
和
文
タ

イ
プ
を
使
用
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
社
殿
の
大
き
さ

を
記
載
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

な
お
、
最
後
に
官
祭
足
羽
山
招
魂
社
(
足
羽
山
護

園
神
社
)
の
祭
神
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
二

O
O
六
年
八
月
現
在
、
足
羽
山
招
魂
社
の
社
頭
で
配

布
さ
れ
て
い
る
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
足
羽
山

招
魂
社
に
は
、
堺
町
之
役
(
禁
門
の
変
)
・
戊
辰
之

役
・
西
南
之
役
・
日
清
之
役
・
日
露
之
役
・
日
支
事

変
・
支
那
事
変
・
大
東
亜
戦
争
の
戦
没
者
の
霊
八
千

九
十
二
柱
を
祭
っ
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
先

に
見
た
当
該
社
に
関
す
る
三
種
の
明
細
帳
(
イ
・
ハ

・
ニ
)
に
は
西
南
戦
争
や
大
東
亜
戦
争
に
関
す
る
記

載
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
昭
和
十
年
代
の
郷

土
誌
の
記
載
と
比
べ
て
み
て
も
、
祭
神
の
種
類
と
数

に
差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
を
ま
と
め
た

も
の
が
表
一
で
あ
る
。
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、

禁
門
の
変
と
戊
辰
戦
争
の
戦
死
者
に
つ
い
て
は
、
い
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ず
れ
も
が
共
通
し
た
祭
神
名
と
数
を
名
簿
に
記
載
し

て
い
る
。
し
か
し
、
日
清
・
日
露
戦
争
に
関
し
て
は
、

簿
冊
・
資
料
に
よ
っ
て
祭
神
数
が
異
な
る
。
ま
た
、

西
南
戦
争
と
支
那
事
変
戦
病
死
者
の
昭
和
十
四
年
合

記
分
に
つ
い
て
は
、
固
と
県
の
宗
教
公
簿
た
る
明
細

帳
に
全
く
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。

福
井
市
周
辺
の
自
治
体
編
入
に
伴
い
、
祭
神
数
が

増
加
し
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る

が
、
な
ぜ
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
祭
神
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
官
祭
の
数
さ
え
把
握
で
き
て
い
れ
ば
、

私
祭
(
市
祭
含
む
)
に
つ
い
て
は
さ
し
て
重
要
視
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
相
違
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
、
再
考
を
期
す
こ

と
に
し
た
い
。

三
、
境
外
祖
霊
杜
明
細
帳

祖
霊
社
と
は
、
祖
先
の
霊
を
把
っ
た
社
の
こ
と

で
、
氏
神
や
産
土
の
神
社
の
境
内
に
小
網
を
設
け
た

も
の
が
多
い
が
、
墓
所
や
縁
故
の
場
所
に
設
け
ら
れ

た
単
立
の
祖
霊
社
も
存
在
し
た
。
祖
霊
社
は
、
幕
末

維
新
期
の
神
葬
祭
運
動
の
展
開
と
神
仏
判
然
令
に
よ

り
流
行
し
た
が
、
そ
の
後
は
一
部
氏
子
の
私
的
祭
記

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
十
九
年
六
月
以

(
担
)

降
は
新
設
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

明
細
帳
調
製
に
関
す
る
諸
法
令
で
、
初
め
て
祖
霊

社
に
言
及
し
た
も
の
は
、
遥
拝
所
と
同
様
に
、
明
治

九
年
十
二
月
十
四
日
の
教
部
省
達
第
三
十
五
号
で
あ

っ
た
。
こ
の
取
調
方
心
得
の
中
で
「
祖
霊
社
ハ
神
葬

祭
ノ
輩
、
其
祖
先
等
ヲ
記
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
一
般
神

社
ト
差
異
ア
リ
ト
難
ト
モ
、
公
許
共
有
ニ
属
ス
ル
モ

ノ
ハ
記
載
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
神

社
境
内
祖
霊
杜
と
神
社
境
外
祖
霊
社
の
数
と
神
宮
数

の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

明
治
十
二
年
六
月
二
十
八
日
、
社
寺
明
細
帳
の
基

礎
的
な
書
式
を
定
め
た
内
務
省
達
乙
第
三
一
十
一
号
に

お
い
て
、
境
外
祖
霊
杜
独
自
の
書
式
も
次
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
た
。

[
内
務
省
達
乙
第
三
十
一
号
(
抜
粋
)
]

祖
霊
社
明
細
帳
書
式何

馴
管
下
何
回
何
郡
何
柵
字
何

祖
霊
杜

由
緒

共敷境建
有地内物
人坪間
員数数

並
地
種

以
上

¥ 

こ
こ
で
明
細
帳
取
調
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
「
公

許
共
有
ニ
係
ル
者
ノ
ミ
」
で
あ
り
、
ま
た
境
外
に
あ

っ
た
単
立
の
祖
霊
杜
だ
け
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
別

の
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た
祖
霊
杜
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本

杜
の
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
明
治
十
五
年
に
は
、
境
外
遥
拝
所
明
細

帳
と
同
様
、
境
外
祖
霊
杜
明
細
帳
に
つ
い
て
も
独
自

の
書
式
は
廃
止
さ
れ
、
社
寺
明
細
帳
書
式
に
準
拠
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
て
き
た
い

ず
れ
の
明
細
帳
も
、
大
正
二
年
に
は
新
書
式
が
定
め

ら
れ
た
が
、
祖
霊
社
に
つ
い
て
は
新
設
を
禁
じ
ら
れ

た
た
め
か
、
新
書
式
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

福
井
県
域
の
明
細
帳
で
は
、
敦
賀
郡
を
除
い
た
越

前
固
に
関
す
る
県
本
一
冊
だ
け
が
伝
存
し
て
い
る

が
、
敦
賀
郡
と
若
狭
国
三
郡
に
つ
い
て
は
、
明
細
帳

が
現
存
し
な
い
た
め
、
境
外
祖
霊
社
が
存
在
し
た
か

(
お
)

ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。

O
「
越
前
国
議
境
外
祖
霊
社
明
細
帳
」

(
県
本
)
図
書
館
蔵
[
百
三
泊
三

黄
色
の
表
紙
に
「
越
前
園
諮
問
境
外
祖
霊
杜
明

細
帳
全
」
の
題
筆
が
あ
り
、
用
紙
に
は
朱
色
十
三

行
罫
の
美
濃
紙
を
使
用
し
て
い
る
(
本
文
は
版
心
に

「
石
川
牒
」
、
目
録
は
版
心
に
「
福
井
牒
」
と
印
刷
)
。
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内
容
は
、
南
条
郡
大
谷
浦
の
祖
霊
社
明
細
帳
一
件

を
綴
じ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
十
二
年
書
式
に
拠
っ

て
い
る
。
題
集
及
ぴ
版
心
の
題
よ
り
、
越
前
七
郡
が

石
川
県
に
含
ま
れ
て
い
た
時
期
に
、
石
川
県
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
福
井
県
に
引
き

継
が
れ
た
簿
冊
と
考
え
ら
れ
る
。

回
、
官
国
幣
社
明
細
帳

明
治
四
年
五
月
十
四
日
、
社
格
制
度
の
基
本
が
定

め
ら
れ
、
官
社
九
十
七
社
が
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
官

杜
の
内
訳
は
、
神
祇
官
が
所
管
す
る
官
幣
大
社
二
十

九
と
官
幣
中
社
六
、
ま
た
地
方
官
が
所
管
す
る
国
幣

中
杜
四
十
五
と
国
幣
小
社
十
七
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
官
幣
小
社
、
国
幣
大
社
、
別
格
官
幣
杜
も
指
定

さ
れ
、
終
戦
時
に
は
二
百
十
八
社
の
官
杜
が
存
在
し

て
い
た
。

梅
田
義
彦
に
よ
る
と
、
明
治
十
二
年
の
内
務
省
達

乙
第
三
十
一
号
で
定
め
ら
れ
た
府
県
社
以
下
の
神

社
、
寺
院
、
境
外
遥
拝
所
、
境
外
招
魂
社
、
境
外
祖

霊
杜
の
明
細
帳
書
式
と
は
別
に
、
官
国
幣
社
の
「
明

(
却
)

細
図
書
」
が
別
途
調
製
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
明
治

35 

み十
るこ

と去
三内

神惹
宮蓬

の
官問

国緬
幣帳
社取
並調

同苧
揚 JI、
見得
内を
神見
杜て

4
4

一
M
M
均
一
明
ハ
取
調
ニ
及
ハ
ス
」
と
あ
り
、
確
か
に

伊
勢
神
宮
と
官
国
幣
社
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
の
取

調
の
対
象
か
ら
は
外
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
よ

り
先
、
ま
た
は
後
に
官
国
幣
社
の
明
細
帳
書
式
を
定

め
た
法
令
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
に
詳
し
く
見

る
よ
う
に
、
現
在
、
福
井
県
の
官
国
幣
社
明
細
帳
に

関
し
て
言
え
ば
四
社
分
の
現
存
が
確
認
さ
れ
る
が
、

そ
の
い
ず
れ
の
明
細
帳
も
書
式
を
異
に
し
て
い
る
点

は
注
意
を
要
す
る
。
以
下
、
法
令
中
で
官
国
幣
社
の

明
細
帳
書
式
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
を
掲
げ

て
お
き
た
い
。

明
治
十
四
年
六
月
、
内
務
省
社
寺
局
は
官
国
幣
社

の
境
内
外
平
面
図
と
建
物
の
様
子
を
記
載
し
た
見
取

図
の
二
種
の
図
面
の
提
出
を
命
じ
た
。
そ
の
中
で
次

の
よ
う
な
「
明
細
図
書
」
の
書
式
を
示
し
て
い
る
。

[
内
務
省
杜
寺
局
第
二
十
五
号
達
(
抜
粋
)
]

国
幣
社
某
神
社
明
細
図
書

一
某
県
国
郡
柵
字
鎮
座

但
、
往
古
鎮
座
タ
リ
シ
旧
蹟
等
ア
ル
向
ハ
朱
書

ヲ
加
フ
ヘ
シ

一
祭
神

一
座
数

長
野

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

一
鎮
座
年
月
及
由
緒

一
例
祭
月
日

但
、
私
祭
ト
難
モ
古
来
由
緒
ア
ル
祭
典
ハ
名
称

及
年
月
日
ヲ
朱
書
ス
ヘ
シ

一
境
内
地
総
坪

沿
革

境
内
地
古
昔
ノ
坪
数
井
境
内
外
区
画
決
定
年
月
爾

後
ノ
増
減
等
、
総
テ
境
内
ニ
係
ル
沿
革
ヲ
詳
明
ニ

記
載
ス
ヘ
シ

内
訳

平
地

何
坪

何
々

同

一
境
内
立
木
凡
何
本

内目
通
一
尺
廻
リ
以
上
何
本

一
境
外
附
属
地
国
郡
間
字
番
号

反
別
坪
数
賠
有
地
第
何
種

但
、
田
畑
山
林
竹
薮
等
ノ
別
井
民
有
地
ニ
係

ル
モ
ノ
ハ
地
価
ヲ
記
ス
ヘ
シ

一
社
ヘ
属
セ
シ
原
由
井
其
筋
経
裁
年
月
日

本
建此殿
築建何
年坪造
度何
及坪
由
緒

維
新
前
旧
幕
府
及
旧
藩
主
或
ハ
人
民
等
ノ
造
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修
移
転
改
造
等
有
無

維
新
後
官
費
社
費
或
ハ
人
民
寄
附
金
ヲ
以
造

修
年
月

一
拝
殿
以
下
諸
建
物
・
鳥
居
・
木
柵
等
ニ
至
ル
マ
テ

淳
テ
本
殿
ニ
準
シ
、
一
々
図
面
ヲ
掲
ケ
逐
条
登
記

ス
ヘ
、
ン

但
、
拝
殿
・
社
務
所
・
神
鎮
所
・
神
庫
等
代
用

又
ハ
兼
用
ノ
分
ハ
其
旨
ヲ
記
載
シ
、
官
私
祭
其

外
所
用
之
廉
及
ヒ
官
社
営
ノ
区
分
若
シ
費
途
未

定
又
ハ
氏
子
等
民
費
ニ
係
ル
分
ア
ラ
ハ
箇
所
別

詳
記
シ
、
其
他
艦
金
口
ノ
知
キ
平
常
取
畳
ミ
ノ
分

ハ
其
段
ヲ
モ
書
載
ス
ヘ
シ

一
燈
龍
・
碑
石
等
境
内
ニ
別
段
ノ
建
設
モ
ノ
ア
ラ
ハ

其
基
数
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

一
本
社
境
外
ニ
属
ス
ル
奥
宮
井
摂
末
社
等
ノ
諸
建
物

モ
本
社
ニ
準
シ
登
記
シ
更
ニ
本
社
ヘ
ノ
距
離
ヲ
記

載
シ
摂
末
社
ノ
分
ハ
社
格
有
無
及
社
格
伺
定
年
月

ヲ
モ
掲
ク
ヘ
シ

一
右
ノ
外
境
外
附
属
建
物
モ
所
在
ノ
国
郡
町
村
地
名

番
号
官
民
有
地
種
及
建
物
所
用
ノ
廉
附
属
ノ
原
由

其
筋
伺
済
年
月
本
社
ヘ
ノ
距
離
等
揮
テ
前
条
ニ
準

シ
詳
記
ス
ヘ
シ

別
紙
附
録

一
摂
末
社
祭
神
座
数

一
氏
子
戸
数
但
有
無
共

二
社
ヨ
リ
管
轄
庁
迄
ノ
距
離

以
上

正
面
ノ
図

但
白
木
造
又
ハ
何
塗

桁
行

何
尺

高
サ
何
尺

桁
上
端
ヨ
リ
礎
際
マ
テ
何
モ
柱
外

、刀、
フR

間

同

面
ヨ
リ
外
面
マ
テ

四
方
橡
出
向

前
拝
出

同

欄
干
同

同
梁
間

同

前
拝
無
之
向
ハ
階
段
ヲ
記
ス
ヘ
シ

天

井

何

造

屋
根何

葺

本
殿
妻
ノ
図

何
坪

大
中
小
社
共

玉
垣
鳥
居

一_j胃Lー
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大
中
小
社
共
透
塀
中
門
祝
調
屋
共

正
面
ノ
図
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明
治
十
二
年
の
府
県
杜
以
下
諸
杜
の
明
細
帳
と
比

較
す
る
と
、
境
内
立
木
の
数
や
境
外
摂
末
社
に
つ
い

て
の
記
載
を
求
め
た
り
、
図
面
の
書
式
を
定
め
た
り

す
る
な
ど
、
か
な
り
詳
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
官
国
幣
社
摂
末
社
の
明
細
取
調
に
つ
い
て

は
、
官
幣
杜
の
摂
社
が
明
治
五
年
十
月
七
日
教
部
省

(
お
)

番
外
達
、
同
末
社
が
同
六
年
十
一
月
十
八
日
教
部
省

(
却
)

番
外
達
、
国
幣
社
の
摂
社
が
同
六
年
十
一
月
十
八
日

教
部
省
第
三
十
二
号
齢
、
同
末
社
が
同
八
年
七
月
九

日
の
教
部
省
甲
第
十
号
臨
に
お
い
て
、
先
に
命
じ
ら

れ
て
い
る
。

長
野

そ
の
後
、
社
寺
明
細
帳
書
式
の
大
幅
改
訂
を
定
め

た
大
正
二
年
四
月
二
十
一
日
の
内
務
省
令
で
は
、
次

の
よ
う
に
官
国
幣
社
独
自
の
明
細
帳
書
式
が
明
確
に

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

[
内
務
省
令
第
六
号
(
抜
粋
)
]

第
一
号
様
式

官
国
幣
社
明
細
帳
(
美
濃
罫
紙
)

開

国

欄

区

柵

大

字

字

鎮

座

(
社
格
)
(
神
社
名
)

一
祭
神
(
神
名
)
(
座
数
)

配
記
(
神
名
)

由
緒

一
例
祭
(
月
日
)

一
本
殿
(
建
坪
)

造
営
ノ
沿
草

一
境
内
(
坪
数
)

一
氏
子
(
戸
数
)

一
境
内
神
社

(
神
社
名
)

祭
神
(
神
名
)

由
緒

社
殿

(
種
類
)

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

造
営
ノ
沿
革

一
境
内
招
魂
社

(
招
魂
社
名
)

祭
神
(
神
名
)

由
緒

社
殿
(
種
類
)

一
境
内
遥
拝
所

(
遥
拝
所
名
)

由
緒

建
物
(
種
類
)

備
考

(
社
格
)
(
神
社
名
)
(
神
名
)
等
括
弧
ノ
箇
所
ニ
ハ

各
々
其
ノ
該
当
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

一
祭
神
二
柱
以
上
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
並
記
ス
ヘ
シ

一
特
別
由
緒
ア
ル
祭
典
ハ
其
ノ
名
称
及
月
日
ヲ
「
例

祭
」
ノ
次
項
へ
附
記
ス
ヘ
シ

一
幣
殿
、
拝
殿
、
神
僕
所
、
社
務
所
、
神
庫
其
ノ
他

特
ニ
重
要
ナ
ル
建
物
ハ
「
本
殿
」
ノ
例
ニ
倣
ヒ
テ

記
載
ス
ヘ
シ
但
シ
「
造
営
ノ
沿
革
」
ハ
創
建
、
改

築
、
再
築
等
特
ニ
著
シ
キ
事
項
ニ
限
リ
記
載
ス
ヘ

ン
一
本
殿
、
幣
殿
、
拝
殿
、
神
韻
所
、
社
務
所
、
神
庫

其
ノ
他
特
ニ
重
要
ナ
ル
建
物
ノ
立
図
、
平
図
及
境

内
地
並
其
ノ
附
近
ノ
平
面
図
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ
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一
境
内
神
社
、
境
内
招
魂
社
及
境
内
遥
拝
所
ニ
付
記

載
ス
ヘ
キ
事
項
中
「
種
類
」
ト
ア
ル
箇
所
ニ
ハ
本

殿
、
拝
殿
等
建
物
ノ
名
称
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ
但
シ
境

内
神
社
ノ
「
造
営
ノ
沿
革
」
ノ
記
載
方
ハ
第
四
項

ノ
例
ニ
依
ル

一
境
外
ニ
在
ル
奥
宮
若
ハ
摂
末
社
ハ
本
社
ニ
準
シ
明

細
帳
ヲ
調
製
シ
本
社
明
細
帳
ニ
添
付
ス
ヘ
シ

管
見
の
限
り
で
見
出
せ
た
、
官
国
幣
社
の
明
細
帳

に
言
及
し
た
法
令
は
以
上
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

後
考
察
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
掲
げ
た
も
の
以
外
の

書
式
で
記
載
さ
れ
た
明
細
帳
が
現
存
す
る
以
上
は
、

大
正
二
年
よ
り
前
に
、
明
細
帳
(
明
細
図
書
)
の
調

(
訟
)

製
を
命
じ
た
法
令
が
別
に
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
逆

に
大
正
二
年
に
な
る
ま
で
特
に
明
細
帳
の
書
式
が
定

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ

λ
ノ。

終
戦
時
、
福
井
県
に
は
官
国
幣
社
と
し
て
、
官
幣

大
社
気
比
神
宮
、
官
幣
中
社
金
崎
宮
、
別
格
官
幣
杜

藤
島
神
社
、
別
格
官
幣
杜
福
井
神
社
、
国
幣
中
杜
若

狭
彦
神
社
(
・
若
狭
姫
神
社
)
、
国
幣
小
社
鯛
神
社
の

計
六
(
七
)
杜
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
昭
和
三
年
十

一
月
十
日
に
国
幣
小
社
に
昇
格
し
た
鯛
神
社
と
昭
和

十
八
年
九
月
に
最
後
の
別
格
官
幣
社
に
指
定
さ
れ
た

福
井
神
社
に
つ
い
て
は
明
細
帳
の
現
存
が
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。
以
下
、
史
料
館
に
明
細
帳
が
伝
存
す
る

官
国
幣
社
に
つ
い
て
、
神
社
ご
と
に
そ
の
明
細
帳
を

見
て
い
き
た
い
。

官
幣
大
社
策
比
神
宮

敦
賀
町
に
所
在
し
、
御
食
津
大
神
・
仲
哀
天
皇
・

神
功
皇
后
・
日
本
武
尊
・
春
田
別
天
皇
・
武
内
宿
祢

(
お
)

命
・
淀
媛
命
の
七
座
を
祭
神
と
す
る
気
比
神
宮
は
、

改
称
す
る
ま
で
は
気
比
神
社
と
称
し
て
い
た
。
明
治

(
出
)

四
年
五
月
十
四
日
に
国
幣
中
社
に
列
せ
ら
れ
、
同
二

(
お
)

十
八
年
一
月
に
は
官
幣
大
社
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
年
三
一
月
に
は
神
宮
号
を
授
け
ら
れ
、
社
名

(
部
)

を
気
比
神
宮
と
改
め
た
。

明
細
帳
は
、
史
料
館
の
文
部
省
調
査
局
宗
務
課
引

継
文
書
の
中
に
次
の
一
冊
の
簿
冊
が
現
存
し
て
い

四るO
「
官
幣
大
社
気
比
神
宮
明
細
帳
」

(
国
本
)
史
料
館
蔵
[
主
!
区
]

表
紙
に
は
「
官
幣
大
社
気
比
神
宮
明
細
帳
」
の
題

筆
と
そ
の
直
下
に
「
福
井
勝
」
の
墨
書
が
あ
り
、
右

下
に
鉛
筆
で
「
M
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
内
容
は

次
の
(
へ
)
(
ト
)
の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。

(
ヘ
)
「
官
幣
大
社
策
比
神
宮
由
緒
明
細
書
」

表
紙
に
は
「
官
幣
大
社
気
比
神
宮
由
緒
明
細
書
」

と
あ
り
、
本
文
の
用
紙
は
、
版
心
に
「
官
幣
大
社
気

比
神
宮
社
務
所
」
と
印
刷
さ
れ
た
朱
色
十
一
行
罫
紙

を
使
用
し
て
い
る
。

本
簿
の
内
容
は
「
祭
神
ノ
御
事
歴
及
御
事
歴
ニ
附

帯
セ
ル
当
時
ノ
現
況
」
か
ら
始
ま
り
、
「
鎮
座
ノ
原

由
及
土
地
之
縁
故
」
「
社
名
ノ
起
因
」
「
摂
末
社
及
御
父

子
御
兄
弟
御
夫
婦
神
等
ノ
関
係
」
「
古
来
奉
仕
セ
シ
姓

氏
種
族
井
沿
革
」
「
歴
朝
御
崇
敬
及
武
将
等
尊
崇
之
有

様
」
「
古
来
当
社
所
伝
ノ
祭
式
神
楽
」
「
御
造
営
ノ
年
月

日
及
官
営
私
営
ノ
別
」
「
上
古
凹
至
ノ
境
界
及
変
遷
」

「
朱
印
地
神
領
之
類
」
「
古
来
氏
子
場
ノ
区
域
戸
口
」

「
有
名
ナ
ル
宝
物
及
古
文
書
」
と
続
き
、
最
後
に
明

治
二
十
八
年
一
月
十
四
日
の
福
井
県
達
第
二
号
(
官

幣
大
社
へ
の
加
列
)
、
同
年
三
月
三
十
日
の
福
井
県
達

第
二
二
号
(
気
比
神
社
か
ら
気
比
神
宮
へ
の
改
称
)

の
写
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
簿
の
成
立

は
明
治
二
十
八
年
以
後
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る

が
、
明
治
十
四
年
の
書
式
に
は
拠
っ
て
お
ら
ず
、
い

か
な
る
書
式
に
拠
っ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
な

ぉ
、
本
文
中
「
現
境
内
坪
数
」
の
項
に
、
元
号
は
不

明
だ
が
「
四
年
一
月
二
十
六
日
」
の
朱
正
追
記
が
見
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ら
れ
る
。

(
卜
)
「
官
幣
大
社
策
比
神
宮
境
内
建
物
明
細
書
」

表
紙
に
は
「
官
幣
大
社
気
比
神
宮
境
内
建
物
明
細

書
」
と
あ
り
、
用
紙
に
は
薄
手
の
和
紙
を
使
用
し
て

い
る
。本

殿
以
下
建
物
の
正
面
之
図
・
妻
之
図
・
平
図
を

百
分
の
一
な
い
し
五
十
分
の
一
の
縮
尺
で
描
き
、
次

い
で
境
内
摂
社
・
境
内
末
社
・
境
外
末
社
に
つ
い
て

も
同
縮
尺
で
描
い
て
い
る
。

官
幣
中
社
金
崎
宮

官
幣
中
社
金
崎
宮
は
、
敦
賀
町
民
の
請
願
に
よ
っ

て
明
治
二
十
三
年
九
月
に
創
立
さ
れ
た
。
は
じ
め
祭

神
は
後
醍
醐
天
皇
皇
子
の
尊
良
親
王
の
み
で
あ
っ
た

が
、
同
二
十
五
年
十
一
月
に
は
同
じ
く
後
醍
醐
天
皇

皇
子
の
恒
良
親
王
を
合
把
し
が
)
。

幕
末
以
来
、
朝
廷
・
新
政
府
が
目
標
と
し
た
政
治

が
建
武
の
中
興
で
あ
っ
た
た
め
、
明
治
初
年
よ
り
楠

四正
成
を
は
じ
め
と
す
る
南
朝
の
忠
臣
や
後
醍
醐
天
皇

(
却
)

の
皇
子
を
杷
っ
た
神
社
が
各
地
で
創
建
さ
れ
る
。
そ

の
一
環
で
創
建
さ
れ
た
の
が
、
後
述
す
る
新
田
義
貞

を
把
っ
た
藤
島
神
社
で
あ
り
、
こ
の
金
崎
宮
で
あ
っ

た。

39 

明
細
帳
は
、
史
料
館
文
部
省
調
査
局
宗
務
課
引
継

長
野

文
書
に
次
の
コ
一
冊
の
簿
冊
が
伝
来
し
て
い
る
。

O
「
官
幣
中
杜
金
崎
宮
明
細
帳
」

(
国
本
)
史
料
館
蔵
[
主
!
日
]

表
紙
に
は
「
官
幣
中
社
金
崎
宮
明
細
帳
」
と
墨
書

が
あ
り
、
右
下
に
鉛
筆
で
「
幻
」
と
書
き
入
れ
が
あ

る
。
袋
綴
で
は
な
く
折
本
形
式
で
、
用
紙
に
は
薄
手

の
和
紙
を
貼
り
継
い
だ
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

内
容
は
「
祭
神
」
「
由
緒
」
「
社
殿
(
様
式
と
間
数
)
」

「
境
内
神
社
」
「
境
内
坪
数
」
「
管
轄
庁
迄
ノ
距
離
里

数
」
を
記
載
し
て
お
り
、
縮
尺
三
百
分
の
一
の
諸
建

物
配
置
図
と
三
種
の
縮
尺
(
百
分
の
一
・
五
十
分
の

一
・
二
十
分
の
一
)
に
よ
る
境
内
建
物
の
平
面
図
・

正
面
図
・
側
面
図
を
描
い
て
い
る
(
諸
建
物
配
置
図

は
彩
色
)
。

本
文
中
、
由
緒
の
項
に
明
治
三
十
九
年
四
月
五
日

の
正
遷
宮
の
記
載
が
あ
り
、
大
正
十
一
年
十
一
月
二

十
日
付
け
建
物
訂
正
許
可
の
加
筆
訂
正
が
あ
る
た

め
、
こ
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
が
、
い

ず
れ
の
書
式
に
拠
っ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

O
「
金
ヶ
崎
宮
境
内
平
面
図
」

(
国
本
)
史
料
館
蔵
[
主
l
以
]

表
紙
に
は
「
金
ケ
附
宮
境
内
平
面
園
」
と
墨
書
さ

れ
て
お
り
、
右
下
に
鉛
筆
で
「
お
」
と
書
き
入
れ
が

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

あ
る
。
縮
尺
六
百
分
の
一
で
境
内
平
面
図
を
彩
色
で

描
い
て
い
る
。
薄
い
和
紙
を
貼
り
継
い
だ
一
枚
の
地

図
を
折
り
畳
み
、
表
裏
に
表
紙
を
付
け
て
い
る
。

O
「
官
幣
中
社
金
崎
宮
境
内
ニ
接
続
セ
ル
保
安
林
区

分
明
細
図
」

(
国
本
)
史
料
館
蔵
[
主
l
M
a
]

表
紙
に
は
「
官
幣
中
杜
金
崎
宮
境
内
ニ
接
績
セ
ル

保
安
林
匝
分
明
細
園
」
と
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
右
下

に
鉛
筆
で
「
お
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
縮
尺
は
不

明
だ
が
、
境
内
に
隣
接
す
る
土
地
の
地
籍
を
彩
色
で

描
い
た
も
の
に
、
表
裏
の
表
紙
を
付
け
て
い
る
。

四
ー
一
一
一
別
格
官
幣
杜
藤
島
神
社

藤
島
神
社
は
、
左
近
衛
中
将
贈
正
一
位
源
義
貞
朝

臣
(
新
田
義
貞
。
贈
位
は
明
治
十
五
年
八
月
七
日
)

を
祭
神
と
し
、
新
田
義
宗
、
脇
屋
義
助
、
新
田
義
顕
、

新
田
義
興
を
配
記
し
て
い
る
。
明
治
九
年
十
一
月
七

日
、
越
前
国
吉
田
郡
灯
明
寺
畷
に
あ
っ
た
嗣
(
義
貞

戦
没
地
。
明
治
三
年
松
平
茂
昭
が
洞
を
建
立
)
を
別

格
官
幣
杜
に
列
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
明
治
三
十
四

年
に
は
福
井
市
足
羽
山
に
遷
座
し
た
。

明
細
帳
は
、
史
料
館
文
部
省
調
査
局
宗
務
課
引
継

文
書
に
簿
冊
が
一
冊
存
在
し
て
い
る
。
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O
「
別
格
官
幣
社
藤
島
神
社
明
細
帳
」

(
国
本
)
史
料
館
蔵
[
晶
子
出
]

外
表
紙
に
は
「
別
格
官
幣
社
藤
島
神
社
明
細
帳
」

の
題
筆
と
そ
の
直
下
に
「
福
井
」
の
墨
書
が
あ
り
、

右
下
に
「
お
」
と
鉛
筆
で
書
き
入
れ
が
あ
る
。
内
表

紙
に
は
「
別
格
官
幣
社
藤
島
神
社
明
細
国
書
」
と
墨

書
さ
れ
て
い
る
。
用
紙
に
は
、
本
文
に
は
赤
十
三
行

罫
紙
(
版
心
に
「
福
井
牒
」
)
、
図
に
は
薄
手
の
和
紙

を
使
用
し
て
い
る
。

本
文
中
「
配
記
祭
神
由
緒
」
の
項
に
あ
る
「
大
正

二
年
義
宗
朝
臣
義
興
朝
臣
ニ
従
三
位
御
贈
位
ア
リ
」

の
記
述
の
う
ち
、
「
大
正
二
年
」
の
箇
所
を
訂
正
し

て
「
明
治
四
十
二
年
九
月
十
一
日
」
と
朱
正
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
本
文
の
成
立
年
は
大
正
二
年
以

後
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
内
容
は
「
祭
神
/
配
杷
」

「
鎮
座
(
由
緒
)
」
「
例
祭
」
「
境
内
外
附
属
地
」
「
本
殿

(
様
式
・
建
坪
・
沿
革
)
」
「
本
殿
以
下
建
物
」
「
燈
篭

碑
石
等
(
基
数
)
」
「
摂
末
社
ノ
諸
建
物
」
「
氏
子
」
「
県

庁
マ
デ
距
離
」
と
な
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
大
正
二

年
書
式
で
は
な
く
、
明
治
十
四
年
書
式
に
拠
っ
た
も

の
と
言
え
る
。

建
物
の
立
図
、
平
図
が
別
立
て
で
作
成
さ
れ
て
は

お
ら
ず
、
文
章
記
載
の
合
間
に
図
が
挿
し
は
さ
ま
れ

て
い
る
。

国
幣
中
社
若
狭
彦
神
社
(
・
若
狭
姫
神
社
)

若
狭
彦
神
社
と
若
狭
姫
神
社
は
、
由
緒
に
よ
れ
ば

も
と
は
同
殿
だ
っ
た
も
の
が
、
養
老
五
年
に
別
に
社

殿
を
造
営
し
た
も
の
と
い
う
。
若
狭
彦
神
社
の
祭
神

は
天
津
日
高
彦
火
火
出
見
尊
で
鎮
座
地
は
遠
敷
郡
遠

敷
村
龍
前
、
若
狭
姫
神
社
の
祭
神
は
豊
玉
姫
命
で
鎮

座
地
は
遠
敷
郡
遠
敷
村
遠
敷
。

明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
両
社
と
も
社
格
を
国
幣
中
社

と
し
て
お
り
、
ま
た
社
格
加
列
を
伝
え
る
小
浜
藩
宛

の
太
政
官
達
も
若
狭
彦
神
社
・
若
狭
姫
神
社
・
気
比

神
社
の
コ
一
社
を
国
幣
中
社
に
列
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

四

回

の
こ
と
か
ら
両
社
は
そ
れ
ぞ
れ
一
社
ず
つ
が
国
幣
中

杜
に
列
せ
ら
れ
た
と
も
考
え
る
事
が
で
き
る
。
し
か

し
、
両
社
を
上
・
下
宮
と
し
て
一
社
と
す
る
見
方
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
明
治
四
年
五
月
十
四
日
の
「
官

社
以
下
定
額
・
神
官
職
制
等
規
則
」
で
は
、
国
幣
中

杜
と
し
て
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
若
狭
彦
神
社

(
岨
)

一
社
の
み
で
あ
る
。
官
国
幣
社
の
数
に
関
す
る
統
計

を
見
て
も
、
時
期
に
よ
っ
て
そ
の
捉
え
方
は
ま
ち
ま

(
H
H
)
 

ち
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
数
え
方
が
正
し
い
か
判
断
は

っ
き
か
ね
る
。

O
「
国
幣
中
社
若
狭
彦
神
社
明
細
帳
」

(
国
本
)
史
料
館
蔵
[
主

lM]

表
紙
に
は
「
園
幣
中
杜
若
狭
彦
神
社
明
細
帳
」
の

題
筆
と
そ
の
直
下
に
「
福
井
」
の
墨
書
が
あ
り
、
右

下
に
鉛
筆
で
「
沼
」
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
る
。
内

容
は
次
の
(
チ
)
1
(
ヌ
)
の
三
つ
の
綴
か
ら
な
っ

て
お
り
、
分
冊
ご
と
に
綴
目
に
「
若
狭
彦
神
社
宮
司

之
印
」
の
朱
の
割
印
が
あ
る
。
用
紙
は
(
チ
)
と
(
リ
)

が
赤
十
三
行
界
紙
(
版
心
に
「
若
狭
彦
神
社
」
と
印

刷
)
を
使
用
し
、
(
ヌ
)
が
薄
手
の
和
紙
を
使
用
し

て
い
る
。

(
チ
)
「
国
幣
中
社
若
狭
彦
神
社
明
細
帳
」

内
容
は
「
祭
神
」
「
由
緒
(
御
鎮
座
由
来
並
考
証

.
神
階
及
社
格
・
皇
室
ノ
御
崇
敬
・
武
将
ノ
欽

仰
)
」
「
例
祭
」
「
本
殿
(
建
坪
・
造
営
ノ
沿
革
)
」
「
境

内
(
坪
数
)
」
「
氏
子
」
「
境
内
神
社
」
と
な
っ
て
お

り
、
大
正
二
年
書
式
に
基
づ
く
明
細
帳
と
言
え
る
。

本
文
中
、
大
正
十
三
年
十
一
月
十
日
の
記
事
と
し

て
、
皇
太
子
の
御
使
岡
本
愛
祐
に
よ
る
神
撰
料
・
幣

吊
料
の
奉
納
の
記
事
が
あ
る
こ
と
よ
り
、
本
帳
簿
の

成
立
は
こ
れ
以
後
と
見
ら
れ
る
。

(
リ
)
「
国
幣
中
杜
若
狭
姫
神
社
明
細
帳
」

(
チ
)
と
同
様
に
大
正
二
年
書
式
に
基
づ
く
明
細

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



帳
で
あ
る
。
本
文
中
の
最
終
記
載
も
(
チ
)
と
同
じ

く
大
正
十
三
一
年
十
一
月
十
日
の
記
事
で
あ
る
た
め
、

作
成
時
期
も
同
じ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
こ
の
明
細
帳
で
は
若
狭
姫
神
社
の
社
格
を

国
幣
中
杜
と
明
記
し
て
い
る
。

(
ヌ
)
「
国
幣
中
杜
若
狭
彦
神
社
・

国
幣
中
社
若
狭
姫
神
社
明
細
図
書
」

大
正
二
年
書
式
の
備
考
に
「
一
本
殿
、
幣
殿
、
拝

殿
、
神
韻
所
、
社
務
所
、
神
庫
其
ノ
他
特
ニ
重
要
ナ

ル
建
物
ノ
立
図
、
平
図
及
境
内
地
並
其
ノ
附
近
ノ
平

面
図
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、
作
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
若
狭
彦
神
社
と
若
狭

姫
神
社
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
本
殿
以
下
建
物
の

正
面
之
図
・
妻
(
側
面
)
之
図
・
平
図
を
描
き
、
あ

わ
せ
て
「
境
内
地
並
ニ
附
近
ノ
平
面
図
」
を
描
い
た

も
の
。
い
ず
れ
の
図
に
も
縮
率
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
、
後
者
に
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

41 

本
稿
で
は
、
境
外
遥
拝
所
明
細
帳
三
冊
(
県
本
一

.
郡
本
二
)
、
官
祭
招
魂
杜
・
官
修
墳
墓
明
細
帳
一
冊

(
県
本
こ
、
護
国
神
社
明
細
帳
一
冊
(
国
本
一
)
、
境

外
祖
霊
社
明
細
帳
一
冊
(
県
本
ご
、
官
国
幣
社
明
細

長
野

帳
六
冊
(
国
本
六
)
を
対
象
に
考
察
を
行
な
っ
た
。

こ
れ
ら
広
義
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
存
在
の
形
態

が
特
殊
で
あ
っ
た
り
、
数
自
体
が
少
な
か
っ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
り
、
福
井
県
の
地
方
史
研
究
で
も
未
開

拓
の
研
究
領
域
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
近
年
飛
躍
的
に
進
歩
し
て
い
る
「
戦
没
者

慰
霊
」
研
究
の
他
地
方
に
お
け
る
成
果
と
比
較
す
る

と
き
、
福
井
県
の
招
魂
杜
・
護
国
神
社
に
つ
い
て
は

解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
本
稿
が
、
今
後

の
研
究
の
進
展
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
明
細
帳
の
図
書
館
蔵

分
と
史
料
館
蔵
分
の
全
て
に
つ
い
て
、
写
真
版
ま
た

は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
県
立

図
書
館
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
わ
せ
て
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察
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表
-

:
足

羽
山

招
魂

社
(

足
羽

山
護

圏
神

社
)

祭
神

名
簿

祭
神

名
祭

神
数

合
紀

年
月

日

冗
治

冗
年

禁
門

の
変

戦
死

者
(

福
井

藩
士

卒
)

7
 

明
治

3
.
9
.
2
9

戊
辰

戦
争

(
北

越
戦

争
)

戦
傷

死
者

(
福

井
藩

士
卒

)
12
 

明
治

3
.
9
.
2
9

西
南

戦
争

戦
傷

死
者

(
福

井
藩

出
身

)
70
 

西
南

戦
争

戦
傷

死
者

(
福

井
市

出
身

)
62
 

明
治
3
9
.
9
.
2
4

西
南

戦
争

戦
没

者
(

福
井

藩
・

嶺
北

七
郡

出
身

)
13
2 

明
治
11

日
清

戦
争

戦
死

者
(

福
井

市
出

身
)

l
 

明
治
3
9
.
4
.
2
4

日
清

戦
争

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
7
 

日
清

戦
争

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
6
 

明
治
3
9
.
9
.
2
4

日
清
戦
争
戦
病
死
者
(
フ
じ
木
田
村
出
身
)

l
 

日
清

戦
争

戦
病

死
者

(
万

円
山

東
村

出
身

)
l
 

明
治
16
.
9
.
2
2
 

日
露

戦
争

戦
死

者
(

福
井

市
出

身
)

12
0 

明
治
3
9
.
4
.
2
4

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
15
0 

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
14
8 

明
治
3
9
.
9
.
2
4

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
15
4 

明
治
3
9
.
9
.
2
4

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
冗

和
田

村
出

身
)

14
 

昭
和

1l
.
9
.
2
5
 

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
元

東
安

居
村

出
身

)
8
 

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
冗

木
田

村
出

身
)

16
 

日
露

戦
争

戦
病

死
者

(
冗

円
山

東
村

出
身

)
1
 

明
治
16
.
9
.
2
2
 

日
支

(
上

海
)

事
変

戦
傷

死
者

(
福

井
市

出
身

)
13
 

昭
手
口

8
.
5
.
2
7

日
支

(
上

海
)

事
変

戦
傷

死
者

(
冗

和
田

村
出

身
)

2
 

昭
幸
日

1l
.
9
.
2
5
 

日
支

(
上

海
)

事
変

戦
傷

死
者

(
フ

じ
東

安
居

村
出

身
)

1
 

日
支

(
上

海
)

事
変

戦
傷

死
者

(
克

円
山

東
村

出
身

)
l
 

明
治
16
.
9
.
2
2
 

支
那

事
変

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
10
1 

昭
和

1
4
.
9
.
2
5

支
那

事
変

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
77
 

昭
和
15
.
9
.
2
5
 

支
那

事
変

戦
病

死
者

(
福

井
市

出
身

)
66
 

昭
和

16
.
9
.
2
2
 

支
那

事
変

戦
傷

死
者

(
克

円
山

東
村

出
身

)
15
 

明
治
16
.
9
.
2
2
 

よ口
』

計
究
小"

 
ネ申

数

①
「
官
祭
招
魂
社
・
官
修
墳
墓
明
細
帳
」
の
う
ち
(
ハ
H
従
軍
殉
国
之
者
招
魂
社
明
細
表
J
(
明
治
十
二
年
一
月
書
式
)

②
「
官
祭
招
魂
社
・
官
修
墳
墓
明
細
帳
j

の
う
ち
(
イ
H
足
羽
山
招
魂
社
弁
官
修
墳
墓
明
細
帳
J
(
大
正
二
年
書
式
)

③
「
福
井
県
護
国
神
社
明
細
帳
J

の
う
ち
(
ニ
)
1足

羽
山
護
国
神
社
明
細
帳
J
(
大
正
二
年
書
式
)

④
島
津
盛
太
郎
編
『
福
井
県
神
社
誌
.
i
(
福
井
県
神
社
誌
、

19
26
.1
0)

p
 13
9 

祭
市
E
種

別
①
 

②
 

私
祭

。
。

官
祭

。
。

市
祭

。
市

祭
。 。

。
市

祭
。

市
祭

。 。
市

祭
。 。 。

市
祭

市
祭

。 。 。
14
0 
36
3 

~
福
井
戦
友
会
編
「
足
羽
山
招
魂
社

御
祭
神
英
霊

(1
93
5.

9.
25
) 
J
 

(W
足
羽
山
の
今
昔
』
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
、

19
87
.
3
、

p
9
0所

収
)

⑥
「
足
羽
山
招
魂
社
祭
神
名
簿
(
福
井
市
役
所
蔵
)
J

 
(W
稿
本
福
井
市
史
J
福
井
市
役
所
、

19
4
1.

7
、

p
2
3
9
~
2
7
0
所
収
)

③
 

④
 
⑤

 
⑥

 
備

考
。
。
。
。

。
。
。
。

。 。
• 

実
際

に
は
61

柱
。
。

。
。

。 。
。

。
。
。

• 
実

際
に

は
12
8柱

。 。 。
。
。
。
。 。 。

。
• 

実
際

に
は
97

柱
。

。
。 。 33
4 
21
8 
32
1 
36
3 

中
1
(捗

1
-十
同

尚
三
詰
ト
十
議
匡
害
時

"'" M 
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注(
l
)
拙
稿
「
福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料

学
的
考
察
(
そ
の
二
神
社
明
細
帳
」
(
「
若
越
郷
土

研
究
』
五
O
の
二
、
二
O
O
六
年
二
月
)

0

(2)
明
治
八
年
一
月
二
十
四
日
、
教
部
省
で
は
、
神
社
の

分
社
お
よ
び
遥
拝
所
の
建
設
出
願
に
際
し
て
は
、
本

社
の
承
諾
書
等
を
必
要
と
す
る
旨
を
布
達
し
た
が

(
教
部
省
布
達
第
一
号
)
、
分
社
と
遥
拝
所
と
の
区

別
が
付
き
難
か
っ
た
た
め
、
翌
九
年
三
月
十
二
日
に

は
次
の
よ
う
な
達
書
が
出
さ
れ
た
。

[
教
部
省
達
書
第
八
号
]

43 

府
県

諸
神
社
分
社
等
建
設
之
儀
ニ
付
、
往
々
伺
出
有
之

処
、
分
社
ト
遥
拝
所
ノ
差
異
不
明
瞭
向
不
少
不
都
合

候
条
、
神
殿
ヲ
建
築
シ
本
社
ノ
分
霊
ヲ
鎮
杷
致
候
者

ヲ
分
社
ト
シ
、
拝
所
ノ
ミ
ヲ
設
テ
遥
拝
式
執
行
致
候

者
ヲ
遥
拝
所
ト
為
相
心
得
、
自
今
出
願
之
節
、
右
区

別
判
然
取
調
、
建
物
模
様
並
地
面
坪
数
等
ニ
至
迄
詳

細
絵
図
面
相
添
、
其
他
昨
八
年
一
月
当
省
布
達
第
壱

号
之
通
相
心
得
可
伺
出
旨
、
相
違
候
事

※
法
令
は
、
内
務
省
官
報
局
編
「
明
治
年
間
法
令
全

書
』
『
大
正
年
間
法
令
全
童
日
』
『
昭
和
年
間
法
令
全

書
』
(
原
書
房
)
を
主
な
出
典
と
し
、
引
用
に
際
し

て
は
適
宜
句
点
等
を
補
っ
て
い
る
(
以
下
同
)

0

(3)
福
井
県
域
の
境
内
遥
拝
所
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
掲

げ
る
よ
う
に
県
社
以
下
諸
社
明
細
帳
(
い
わ
ゆ
る
神

社
明
細
帳
)
に
十
三
ケ
所
の
記
載
が
見
ら
れ
る
(
角

括
弧
内
が
境
内
遥
拝
所
の
名
称
)
。
福
井
市
宝
、
氷
上
町

の
県
社
神
明
神
社
[
境
内
神
武
天
皇
遥
奔
所
]
、
吉
田

郡
古
市
村
の
村
社
八
幡
神
社
[
境
内
遥
拝
所
]
、
同
郡

長
野

本
町
の
郷
社
柴
神
社
[
境
内
遥
斧
所
]
、
坂
井
郡
中
香

下
番
入
合
地
の
郷
社
春
日
神
社
・
井
口
神
社
[
神
武

天
皇
遥
奔
所
]
、
同
郡
豊
一
原
村
の
村
社
白
山
神
社
[
境

内
鵜
草
葺
不
合
尊
遥
拝
所
]
、
同
郡
阪
井
港
真
砂
町
の

村
社
(
後
に
郷
社
)
神
明
社
[
境
内
神
武
天
皇
孝
明

天
皇
遥
奔
所
]
、
南
条
郡
武
生
楠
町
の
無
格
社
(
後
に

村
社
)
伏
奔
神
社
(
後
に
神
明
神
社
と
改
称
)
[
境
内

金
万
比
羅
神
社
遥
拝
所
]
、
同
郡
鯖
波
村
の
村
社
白
山

神
社
[
境
内
遥
奔
所
]
、
同
郡
馬
上
免
村
の
村
社
神
明

神
社
[
境
内
神
明
社
遥
拝
所
〕
、
同
郡
古
木
村
の
村
社

神
明
社
[
境
内
神
明
社
遥
斧
所
]
、
丹
生
郡
気
比
庄
村

の
村
社
気
比
神
社
[
境
内
気
比
神
社
遥
拝
所
]
、
今
立

郡
粟
田
部
村
の
県
社
岡
太
神
社
[
境
内
大
神
宮
遥
奔

所
]
、
敦
賀
郡
常
宮
浦
の
県
社
常
宮
神
社
[
神
武
天
皇

遥
奔
所
]
。

(

4

)

[

内
務
省
達
乙
第
五
十
九
号
(
抜
粋
)
]

但
、
十
二
年
当
省
乙
第
三
十
一
号
達
、
社
寺
明
細
書

式
中
神
宮
住
職
ノ
項
ヲ
加
ヘ
、
且
境
外
遥
拝
所
・
招

魂
社
・
祖
霊
社
ノ
書
式
ヲ
廃
シ
、
都
テ
社
寺
書
式
ニ

拠
リ
取
調
フ
ヘ
シ

(5)
本
稿
で
使
用
し
て
い
る
「
国
本
」
「
県
本
」
「
郡
本
」
と

い
う
仮
称
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
福
井
県
に
お
け
る

宗
教
関
係
公
文
書
の
史
科
学
的
考
察
(
そ
の
一
)
神

社
明
細
帳
」
の
二
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(6)
南
条
郡
上
別
所
村
の
素
蓋
鳴
神
社
遥
拝
所
、
今
立
郡

平
林
村
の
日
野
神
社
遥
奔
所
、
同
郡
轟
井
村
の
大
瀧

神
社
遥
拝
所
、
向
郡
鯖
江
上
深
江
町
(
後
に
鯖
江
町

上
深
江
)
の
豚
社
舟
津
神
社
遥
奔
所
、
丹
生
郡
大
谷

寺
村
の
郷
社
越
知
神
社
遥
拝
所
、
同
郡
天
王
村
の
八

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

坂
神
社
遥
奔
所
、
同
郡
武
周
村
の
白
山
神
社
遥
拝

所
、
同
郡
大
矢
村
の
八
皇
子
神
社
遥
奔
所
、
坂
井
郡

坂
井
港
棲
谷
町
の
楼
谷
神
社
遥
拝
所
。

(7)
丹
生
郡
武
周
村
の
白
山
神
社
遥
奔
所
と
向
郡
大
矢
村

の
人
皇
子
神
社
遥
奔
所
。

(8)
県
本
「
越
前
国
丹
生
郡
神
社
明
細
帳
弐
冊
ノ
内

弐
」
(
図
書
館
蔵
)

0

(9)
平
林
村
の
日
野
神
社
遥
奔
所
、
轟
井
村
の
大
瀧
神
社

遥
奔
所
、
鯖
江
上
深
江
町
(
後
に
鯖
江
町
上
深
江
)

の
豚
社
舟
津
神
社
遥
奔
所
。

(
日
)
招
魂
社
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
小
林
健
=
了
照
沼
好

文
『
招
魂
社
成
立
史
の
研
究
(
国
学
研
究
叢
童
百
)
』
(
錦

正
社
、
一
九
六
九
年
)
、
村
上
重
良
「
慰
霊
と
招
魂
(
岩

波
新
童
百
)
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
四
年
)
、
大
原
康
男

「
続
・
忠
魂
碑
の
研
究
i
護
国
神
社
制
度
の
成
立
と

忠
霊
塔
建
設
運
動
に
焦
点
を
あ
て
て
」
(
『
図
撃
院

大
皐
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
二
号
、
一
九
八
=
一

年
)
、
阪
本
是
丸
「
明
治
国
家
と
招
魂
社
体
制
|
靖
国

神
社
の
成
立
と
地
方
招
魂
社
行
政
|
」
(
『
神
道
学
』

一
二
三
号
、
一
九
八
四
年
、
後
に
阪
本
『
国
家
神
道

形
成
過
程
の
研
究
』
〈
岩
波
書
庖
、
一
九
九
四
年
〉
に

収
載
)
、
白
川
哲
夫
「
招
魂
社
の
役
割
と
構
造
「
戦

没
者
慰
霊
」
の
再
検
討
|
」
(
『
日
本
史
研
究
』
五
O

三
号
、
三
O
O
四
年
)
等
を
参
照
。

(
日
)
[
内
務
省
達
乙
第
百
三
十
二
号
]

東
京
府
ヲ
除
キ
府
県

各
管
内
ニ
設
置
有
之
招
魂
社
之
儀
、
従
前
其
所
在
之

地
名
等
種
々
之
社
号
ヲ
附
シ
来
候
向
モ
有
之
候
処
、

自
今
種
々
之
社
号
ハ
都
テ
相
廃
シ
、
一
般
招
魂
社
ト

相
唱
候
様
可
致
、
此
旨
相
達
候
事
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ロ
)
[
内
務
省
社
甲
第
二
十
号
通
牒
]

道
庁
府
県

官
祭
招
魂
社
(
及
官
修
墳
墓
)
ハ
、
従
来
官
祭
(
及

官
修
)
ノ
文
字
ヲ
冠
セ
ズ
、
単
ニ
招
魂
社
(
墳
墓
)

ト
称
ス
ル
ヲ
以
テ
私
祭
(
私
修
)
ノ
招
魂
社
(
墳
墓
)

ト
ノ
区
別
無
之
、
取
締
上
支
障
ヲ
生
ズ
ル
ノ
虞
有
之

候
条
、
自
今
官
祭
ノ
招
魂
社
ハ
宮
祭
ノ
二
字
(
官
修

ノ
墳
墓
ニ
ハ
宮
修
ノ
二
字
)
ヲ
冠
シ
、
以
テ
私
祭
(
私

修
)
ノ
招
魂
社
(
墳
墓
)
ト
明
瞭
ニ
区
別
セ
シ
メ
ラ

レ
度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

(
日
)
[
内
務
省
令
第
十
二
号
]

招
魂
社
ハ
之
ヲ
護
国
神
社
ト
改
称
ス

昭
和
十
四
年
=
一
月
十
五
日

内
務
大
臣
侯
爵

木
戸
幸
一

14 

京交仙
花 ゐ寸3 ドリ

EEハ則
、}昭

案型
企 四

主自
己乙月

日
ヨ

之
ヲ
施
行
ス

使
府
県

戊
辰
己
巳
ノ
際
、
従
軍
殉
難
ノ
者
、
各
所
戦
没
ノ
地

等
ニ
有
之
墳
墓
及
ヒ
招
魂
社
ノ
経
費
、
左
ノ
通
相
定

候
条
、
此
旨
相
達
候
事

但
、
金
額
半
ヶ
年
分
宛
大
蔵
省
ヨ
リ
受
取
、
毎
三

ヶ
月
勘
定
帳
同
省
へ
可
差
出
事

招
魂
社
経
費
井
墳
墓
修
繕
費
定
額

一
金
三
拾
五
円
一
ヶ
年
一
社
定
額

内
金

拾

阿

祭

紀

料

但
、
神
僕
料
ハ
毎
壱
人
別
ニ
金
弐
拾
五
銭
宛

ヲ
給
ス

金
弐
拾
五
円
修
繕
費

但
、
掃
除
夫
等
ノ
費
用
モ
此
内
ヨ
リ
支
給
ス

ヘ、ン

一
金
六
円
弐
拾
五
銭
一
所
墳
墓
修
繕
費
定
額

但
、
一
境
域
中
ハ
各
所
ニ
埋
葬
ス
ト
モ
淳
一
ア
一
所

ト
見
倣
ス

(
日
)
[
内
務
省
達
乙
第
二
十
二
号
]

府
県

戊
辰
巳
巳
ノ
際
、
従
軍
殉
国
ノ
者
戦
没
ノ
地
及
其
他

各
所
ニ
於
テ
、
旧
藩
主
或
ハ
人
民
共
私
設
致
候
招
魂

場
ノ
儀
ハ
、
永
ク
忠
士
ノ
魂
晩
ヲ
御
吊
慰
被
為
在
候

御
趣
意
ヲ
以
、
自
今
其
所
在
ノ
地
税
ヲ
免
シ
、
祭
把

並
修
繕
共
一
切
官
費
支
給
可
致
旨
被
仰
出
候
ニ
付
、

此
旨
相
違
候
事

但
、
招
魂
場
敷
地
反
別
地
税
ノ
有
無
並
従
前
祭
杷

修
繕
ノ
費
額
、
別
紙
雛
形
ニ
照
準
、
箇
所
限
リ
明

細
取
調
、
実
地
景
況
絵
図
面
並
実
測
絵
図
面
共
一

通
ッ
、
相
添
、
来
ル
五
月
三
十
一
日
限
リ
、
当
省

ヘ
可
伺
出
、
最
右
場
所
無
之
向
ハ
来
ル
四
月
十
五

日
限
リ
其
旨
可
届
出
事

(
雛
形
以
下
は
省
略
)

(
日
)
[
内
務
省
達
丙
第
七
十
号
]

京
都
府
(
以
下
三
十
府
県
名
略
)

戊
辰
己
巳
ノ
際
、
従
軍
殉
国
ノ
者
、
招
魂
場
明
細
取

調
ノ
儀
、
昨
七
年
当
省
乙
第
二
拾
二
号
達
ノ
趣
ニ
拠

リ
、
夫
々
届
出
候
処
、
右
書
類
之
内
過
般
省
中
火
災

ノ
節
焼
失
、
或
ハ
紛
乱
ノ
分
モ
有
之
、

E
招
魂
場
墳

墓
ノ
区
別
判
然
セ
サ
ル
向
不
少
差
支
候
条
、
更
ニ
別

紙
雛
形
ニ
照
準
取
調
、
至
急
可
差
出
、
此
旨
相
達
候

¥ 

事
但
、
本
文
ノ
ケ
所
無
之
向
ハ
其
旨
可
届
出
事

(
別
紙
以
下
は
本
文
中
に
掲
載
)

(
げ
)
大
原
前
掲
論
文
五
四
1
五
五
頁
。

(
路
)
[
内
務
省
達
乙
第
十
二
号
]

府
県

戊
辰
巳
巳
之
際
、
従
軍
殉
国
ノ
者
、
各
所
戦
没
ノ
地

等
ニ
於
テ
其
遺
骸
埋
葬
之
墳
墓
、
自
今
官
費
ヲ
以
テ

修
繕
シ
、
朽
腐
穣
蕪
無
之
様
可
致
注
意
旨
、
被
仰
出

候
問
、
此
旨
相
違
候
事

但
、
即
今
朽
腐
穣
蕪
等
難
耐
入
分
ハ
即
修
繕
費
用

積
並
ニ
後
来
毎
一
ヶ
年
内
修
繕
掃
除
常
費
高
無
洩

明
細
取
調
、
来
ル
四
月
三
十
日
限
、
当
省
ヘ
可
伺

出
、
尤
右
箇
所
無
之
向
モ
右
日
限
迄
ニ
其
旨
可
届

出
候
事

(
問
)
足
羽
山
招
魂
社
で
祭
ら
れ
る
戊
辰
戦
役
(
北
越
戦

争
)
の
戦
没
者
は
十
二
座
あ
る
が
、
墳
墓
地
に
は
高

階
一
人
の
遺
骸
が
葬
ら
れ
て
い
る
。
高
階
は
、
明
治

元
年
八
月
十
一
日
、
越
後
国
蒲
原
郡
小
松
で
の
戦
い

で
銃
丸
に
当
た
り
負
傷
、
福
井
に
帰
国
し
て
後
、
明

治
三
年
三
月
四
日
に
銃
創
が
も
と
で
亡
く
な
っ
て
い

る
。
他
の
十
一
名
は
越
後
で
戦
死
し
て
い
る
た
め
、

こ
の
墳
墓
に
は
葬
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ、っ。

(
却
)
[
内
務
省
達
乙
第
百
七
十
一
号
]

府
県

戊
辰
己
巳
ノ
際
従
軍
殉
国
之
者
、
各
所
戦
没
之
地
等

ニ
於
テ
其
遺
骸
埋
葬
之
墳
墓
明
細
取
調
之
儀
、
昨
七

年
当
省
乙
第
十
二
号
達
之
趣
ニ
拠
リ
、
夫
々
届
出
候
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処
、
書
類
之
内
過
般
省
中
火
災
ノ
節
焼
失
、
或
ハ
紛

乱
ノ
分
モ
有
之
、
且
遺
体
埋
葬
之
有
無
判
然
セ
サ
ル

向
モ
不
少
ニ
付
、
更
ニ
別
紙
雛
形
一
一
照
準
取
調
、
至

急
可
差
出
、
尤
右
箇
所
無
之
向
モ
可
届
出
、
此
旨
相

違
候
事

但
、
毛
髪
遺
物
等
ヲ
以
相
営
ミ
候
墳
塚
ノ
如
キ
重

複
之
箇
所
ハ
不
及
取
調
ト
難
ト
モ
、
他
ニ
遺
骸
埋

葬
之
本
地
無
之
遺
髪
等
ヲ
以
テ
遺
骸
ニ
宛
ル
者
ハ

同
様
可
取
調
事

(
別
紙
以
下
は
本
文
中
に
掲
載
)

(
幻
)
従
軍
殉
国
之
者
招
魂
杜
明
細
表
等
進
達
書

従
軍
殉
国
ノ
者
、
招
魂
社
井
墳
墓
ノ
儀
ニ
付
、
明
治

八
年
御
省
乙
第
百
七
十
一
号
御
達
ノ
趣
モ
有
之
、
当

県
ニ
於
テ
ハ
取
調
方
纏
マ
リ
兼
、
御
届
方
及
遷
延
候

処
、
尚
又
本
年
乙
第
三
号
御
達
ノ
趣
モ
有
之
、
更
ニ

右
雛
形
ニ
照
準
、
別
冊
調
書
整
候
ニ
付
進
達
仕
候
、

此
段
上
申
候
也

明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日石

川
県
令
千
阪
高
雅
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内
務
卿
伊
藤
博
文
殿

(
辺
)
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
社
寺
明
細
帳
の
成

立
(
史
料
叢
書
)
』
(
名
著
出
版
、
二

O

O
四
年
)
所

収
の
青
木
睦
「
解
題
」
二
一
一
一

1
二
四
頁
。

(
お
)
他
に
も
次
の
よ
う
な
相
違
点
が
見
ら
れ
る
o

(

イ
)

で
は
由
緒
の
追
記
が
昭
和
十
五
年
九
月
二
十
一
日
の

記
事
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
(
ニ
)
で
は
昭
和
十
二

年
九
月
二
十
五
日
の
記
事
ま
で
し
か
載
せ
て
い
な

い
。
(
イ
)
で
は
社
殿
の
大
き
さ
や
昭
和
=
一
年
六
月

二
十
日
に
建
設
を
許
可
さ
れ
た
狛
犬
の
記
載
が
あ
る

長
野

が
、
(
ニ
)
に
は
そ
れ
ら
が
な
い
。
(
ニ
)
で
は
昭

和
十
五
年
九
月
二
十
五
日
合
泥
の
祭
神
名
簿
に
和
文

タ
イ
プ
を
使
用
し
て
い
る
。

(μ)
『
神
道
史
大
辞
典
』
(
古
川
弘
文
館
、
二

O

O
四
年
)

の
「
祖
霊
社
」
の
項
(
森
瑞
枝
執
筆
)
に
は
「
明
治

十
九
年
よ
り
新
た
な
祖
霊
社
の
建
立
は
禁
止
さ
れ
た

(
内
務
省
訓
令
第
三
百
九
十
七
号
ご
と
あ
る
が
、
管

見
で
は
当
該
訓
令
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
一
方
、
『
神
道
大
辞
典
』
(
平
凡
社
、
一
九
三
七

年
)
の
「
祖
霊
社
」
の
項
に
よ
る
と
、
祖
霊
社
は
「
明

治
三
年
以
降
之
が
創
立
を
禁
止
せ
ら
れ
、
の
ち
従
来

存
し
た
祖
霊
社
も
神
社
明
細
帳
よ
り
削
除
せ
ら
れ

た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
福
井
県
の
明
細
帳
に
関
す

る
限
り
で
は
、
境
内
祖
霊
社
も
境
外
祖
霊
社
も
明
細

帳
よ
り
削
除
さ
れ
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。

(
お
)
近
代
に
お
け
る
福
井
県
域
の
境
内
祖
霊
社
に
つ
い
て

は
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
に
県
社
以
下
諸
社
明
細
帳

(
い
わ
ゆ
る
神
社
明
細
帳
)
に
五
ケ
所
の
記
載
が
見

ら
れ
る
(
括
弧
内
が
境
内
祖
霊
社
の
名
称
)
。
南
条
郡

燈
村
の
村
社
日
吉
神
社
(
境
内
祖
霊
社
)
、
丹
生
郡
下

野
田
村
の
無
格
社
日
士
口
神
社
(
境
内
祖
霊
社
)
、
同
郡

上
大
虫
村
の
県
社
大
虫
神
社
(
境
内
祖
霊
社
)
、
今
立

郡
稲
荷
村
の
県
社
須
波
阿
須
疑
神
社
(
境
内
祖
霊

社
)
、
大
飯
郡
高
野
村
の
村
社
青
葉
神
社
(
泰
澄
霊

社
)
。
ま
た
、
加
藤
隆
久
編
「
神
葬
祭
大
事
典
』
(
戎
光

祥
出
版
、
一
九
九
七
年
)
の
一
六
一
頁
「
各
県
の
祖

霊
社
数
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
九
年
現
在
、
福
井

県
内
に
は
十
二
の
祖
霊
社
が
あ
る
と
い
う
。

(
お
)
『
明
治
以
降
宗
教
制
度
百
年
史
』
(
文
化
庁
、

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察

九
七

O
年
)
第
六
章
「
社
寺
・
教
会
そ
の
他
の
設
置
・
廃

合
等
の
取
扱
い
(
梅
田
義
彦
執
筆
)
」
一

O
一
1
一
O

二
頁
、
梅
田
義
彦
『
改
訂
増
補
・
日
本
宗
教
制
度
史

近
代
篇
』
(
東
宣
出
版
、
一
九
七
一
年
)
一
一
六
頁
。

(
幻
)
[
内
務
省
社
寺
局
第
二
十
五
号
達
]

甲
図

一
甲
図
ハ
境
内
外
ノ
区
画
及
ヒ
地
形
坪
数
井
建
物
位

置
等
ヲ
知
ル
ヲ
主
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
平
絵
図

ニ
制
棋
ス
ヘ
シ

一
境
界
ハ
朱
線
ヲ
以
区
画
シ
、
周
囲
方
円
曲
折
ノ
地

形
ヲ
図
取
リ
、
直
径
及
四
隅
幅
員
ノ
間
数
ヲ
附

シ
、
実
測
総
坪
ヲ
登
記
ス
ヘ
シ

一
境
内
ニ
山
林
溝
池
等
ア
ル
向
ハ
、
夫
々
色
分
ヲ
以

テ
平
地
ト
区
分
シ
、
其
間
数
坪
数
ヲ
記
入
ス
へ
シ

一
建
物
ハ
本
殿
以
下
木
柵
鳥
居
等
ニ
至
ル
マ
テ
形
容

姿
勢
ニ
不
拘
、
建
地
位
置
ノ
ミ
ヲ
掲
ケ
、
側
ニ
名

称
ヲ
記
ス
ヘ
シ

一
境
内
ニ
接
続
ス
ル
地
所
ハ
、
山
林
田
畑
ヲ
識
別

シ
、
就
中
一
社
附
属
地
又
ハ
境
内
ニ
シ
テ
現
今
上

地
ノ
箇
所
ハ
、
色
分
ケ
ヲ
以
テ
坪
数
ヲ
モ
記
載
ス

へ、ン但
、
上
地
ノ
箇
所
ハ
上
地
年
月
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

乙
図

一
乙
図
ハ
建
物
形
容
姿
勢
域
内
風
致
等
ノ
模
様
ヲ
知

ル
ヲ
主
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
見
取
絵
図
ニ
製
ス

ヘ、ン

一
本
殿
以
下
木
柵
鳥
居
等
ニ
至
ル
マ
テ
、
形
容
姿
勢

井
草
木
疎
密
等
風
致
ニ
関
ス
ル
模
様
ヲ
図
取
リ
、

彩
色
ヲ
加
へ
側
ニ
名
称
ヲ
記
ス
ヘ
シ
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一
奥
富
若
ク
ハ
摂
末
社
ニ
属
ス
ル
建
物
ハ
、
箇
所
別

其
旨
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

一
本
社
境
外
奥
富
及
ヒ
摂
末
社
ノ
知
キ
ハ
其
境
内

別
、
夫
々
甲
乙
図
ヲ
製
シ
、
附
属
図
ト
為
シ
差
出

ス
へ
、
ン

一
用
紙
ハ
美
濃
紙
四
枚
継
又
ハ
六
枚
継
タ
ル
ヘ
シ

以
上

(
以
下
、
明
細
図
書
書
式
は
本
文
中
に
掲
載
)

(
お
)
[
教
部
省
番
外
遠
]

{
日
幣
社

本
社
境
内
外
ト
モ
鎮
座
之
摂
社
、
別
紙
雛
形
ニ
準
シ

相
認
、
当
月
二
十
五
日
限
無
遅
滞
可
差
出
候
事

(
別
紙
)

本

社

境

内

鎮

座

長

社

詐

謀

議

語

-

一

何

神

社

祭

神

何

ノ

命

一

何

神

社

祭

神

何

ノ

命

同
境
外
鎮
座
ノ
摂
社

一

何

神

社

祭

神

何

ノ

命

口
μ

一何
国
何
郡
何
村
鎮
座

本
社
ヨ
リ
里
数
何
呈

社
領
高
何
石

氏
子
何
戸

本
社
神
宮
ヨ
リ
凡
テ
管
之
歎
或
ハ
別
ニ
其
地
方

ニ
神
官
有
テ
管
之
欺
ノ
事

一

何

神

社

祭

神

何

ノ

命

口同一

前
同
断

(
却
)
[
教
部
省
番
外
達
]

官
幣
社

官
幣
社
末
社
之
儀
、
別
紙
之
通
取
調
、
来
ル
十
二
月

限
リ
当
省
へ
可
差
出
、
末
社
無
之
向
ハ
其
段
可
届
出

候
、
此
旨
相
違
候
事

(
別
紙
)

何
神
社
末
社
官
営
ノ
分

一
何
神
社

祭
神

勧
請
年
月
由
緒

所

在

殺

吋

げ

誠

監

理

汐

建
物
間
数

造
営
年
月
開
一
特
許
碕
唯
一
U

一
何
神
社

是
申
以
下

室
占
干
向
上

合
幾
社

同
私
造
之
分

一
何
神
社

-Z甲
以
下

実
ネ
向
上

但
、
建
物
関
数
・
造
営
年
月
記
載
ニ
及
ハ
ス

合
幾
社

右
之
通
御
座
候
以
上

何
神
社
大
宮
司
社中

ノ生
富別

イ可司格
某

年

月

日

鈎
)
[
教
部
省
第
三
十
二
号
達
]

国
幣
社
所
在府

県

各
府
県
管
内
国
幣
社
摂
社
ノ
儀
、
別
紙
ノ
通
為
取

調
、
来
ル
十
三
月
限
リ
当
省
ヘ
可
差
出
、
摂
社
無
之

向
ハ
其
段
可
届
出
候
、
此
旨
相
達
候
事

(
別
紙
)

何
神
社
摂
社

一
何
神
社

祭
神

勧
請
年
月
由
緒

鎮
座
設
計
げ
山
帥

r.
誌在、十

社
殿
並
建
物
間
数

旧
社
領
或
ハ
寄
附
米
高

旧
神
官
有
無

氏
子
有
無

一
何
神
社

Ez--
ユ
下

祭
村
剛
ど

合
幾
社

右
之
通
御
座
候
以
上

年

月

日

訂
)
[
教
部
省
甲
第
十
号
達
]

何
神
社
宮
司何

某

国
幣
社

各
社
末
社
之
儀
、
別
紙
之
通
取
調
、
来
ル
八
月
限
リ

当
省
へ
可
差
出
、
末
社
無
之
向
ハ
其
段
可
届
出
候
、

此
旨
相
違
候
事

(
別
紙
)

末
社
取
調
書

一
何
神
社

祭
神

勧
請
年
月
由
緒
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苛
在
境
外
ナ
ラ
ハ
地
名
社
地
坪
数
並

一
}
石
本
社
ヨ
リ
ノ
距
離
ヲ
記
ス
ヘ
シ

建
物
間
数

現
在
社
字
造
営
ノ
年
月
並
従
来
造
営
官
費
民
費

ノ
区
別

一
何
神
社

祭
神
間
口

右
之
通
御
座
候

年

月

日

何

神

社

(
明
記
)
明
細
帳
(
図
書
)
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
が
、

明
治
六
年
六
月
十
四
日
、
教
部
省
は
各
府
県
に
対

し
、
次
の
よ
う
な
取
調
及
び
絵
図
の
提
出
を
命
じ
て

いマゐ。
[
教
部
省
達
第
二
十
二
号
]

府
県

国
幣
社
例
祭
日
以
下
、
別
紙
之
通
管
内
之
分
取
調
、

往
返
之
外
日
数
三
十
日
限
リ
差
出
可
申
事

但
、
絵
図
面
ハ
二
通
ッ
、
差
出
可
申
事

(
別
紙
)

47 

町一
4

申
叩
4
1

，sq
I
4
d
q

，Aぷ
T
I

例
祭
日
宮
祭
ニ
立
ツ
ヘ
キ
年
中
一
度
ノ
大
祭
B

何
月
何
日
旧
暦
何
月
何
日
或
ハ
何
ノ
日

氏
子
戸
数

幾
戸

境
内
絵
図

但
建
物
之
結
構
・
山
林
之
景
象
・
新
旧
境
内
及
附

属
地
ノ
区
別
・
坪
数
等
明
細
模
写
記
載
ス
ヘ
シ

ま
た
、
同
年
七
月
十
八
日
に
は
、
官
幣
社
宮
司
に

対
し
、
明
治
三
年
の
太
政
官
布
告
第
七
百
七
十
九
号

に
準
拠
し
た
明
細
取
調
を
命
じ
て
い
る
。

長
野

[
教
部
省
番
外
遠
(
抜
粋
)
]

官
幣
社
宮
司

大
小
神
社
明
細
取
調
差
出
方
之
儀
、
庚
午
閏
十
月
二

十
八
日
御
布
告
ニ
相
成
候
処
、
官
幣
社
之
分
ハ
未
差

出
無
之
ニ
付
、
別
紙
布
告
ニ
照
準
、
逐
条
記
載
致
、

来
ル
八
月
二
十
日
限
時
t
b軌
差
出
可
申
、
尤
目
疋
迄
別

段
違
ヲ
以
右
調
書
差
出
候
向
ハ
氏
子
戸
数
而
己
相
認

其
旨
可
届
出
事

但
、
庚
午
年
取
調
之
心
得
ヲ
以
可
相
認
並
朱
書

廉
々
之
通
可
相
心
得
事

(
別
紙
以
下
、
明
治
コ
一
年
間
十
月
二
十
八
日
太
政
官

布
告
第
七
百
七
十
九
号
の
再
録
部
分
は
省
略
。
前
稿

へ
の
引
用
を
参
照
の
こ
と
)

(
お
)
明
細
帳
に
は
こ
の
七
座
を
載
せ
る
が
、
島
津
盛
太
郎

編
『
福
井
県
神
社
誌
』
(
福
井
県
神
社
会
、
一
九
二
六

年
)
や
『
官
幣
大
社
気
比
神
宮
小
志
』
(
官
幣
大
社
気

比
神
宮
社
務
所
、
一
九
三
一
年
)
で
は
、
伊
者
沙
別

命
(
本
宮
)
・
仲
哀
天
皇
(
本
宮
)
・
神
功
皇
后
(
本

宮
)
・
日
本
武
尊
(
東
殿
宮
)
・
磨
神
天
皇
(
総
社

宮
)
・
玉
妃
命
(
平
殿
宮
)
・
武
内
宿
禰
命
(
西
殿

宮
)
の
七
座
を
祭
神
と
し
て
-
記
載
し
て
い
る
。

(
斜
)
[
太
政
官
布
第
二
百
三
十
五
号
(
抜
粋
)
]

官
社
以
下
定
額
及
神
官
職
員
規
則
等
、
別
紙
之
通
被

仰
出
候
、
尤
府
藩
県
社
・
郷
社
ノ
分
ハ
先
達
テ
差

出
候
明
細
書
ヲ
以
取
調
、
区
別
ノ
上
追
テ
神
祇
官
ヨ

リ
差
図
ニ
可
及
候
条
、
其
節
万
端
処
置
ノ
儀
、
同
官

ヘ
可
相
伺
事

一
神
官
従
来
ノ
叙
爵
総
テ
被
止
候
事

一
官
社
以
下
府
藩
県
社
・
郷
社
神
官
総
テ
其
地
方
貫

福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
科
学
的
考
察

属
支
配
タ
ル
可
ク
、
本
籍
ノ
儀
ハ
土
族
民
ノ
内
適

宜
ヲ
以
テ
編
籍
可
致
事

(
別
紙
)

官
社

O
官
幣
大
社
(
略
)

O
官
幣
中
社
(
略
)

O
官
幣
小
社
無

O
別
格
官
幣
社
(
略
)

O
国
幣
大
社
無

O
国
幣
中
社

(
略
)

若

狭

彦

神

社

若

狭

囲

気

比

神

社

越

前

国

(
略
)

O
国
幣
小
社
(
略
)

右
官
幣
国
幣
社
通
計
九
十
七
社
神
祇
官
管
之

諸
社O

府
社

。
藩
社

。
県
社

府
藩
県
崇
敬
之
社

。
郷
社

郷
口
巴
産
土
神

右
地
方
官
管
之

官
幣
国
幣
官
社
以
外
府
藩
県
社
・
郷
社
二
等
ヲ
以

テ
天
下
諸
社
ノ
等
差
ト
ス
、
右
官
社
定
額
ノ
外
、

式
内
及
国
史
見
在
ノ
諸
社
、
期
年
検
査
ヲ
歴
テ
更

ニ
官
社
ニ
列
ス
ヘ
シ
、
但
、
四
時
祭
官
幣
ノ
列
ハ

方
今
神
祇
官
ニ
請
シ
テ
祭
之
(
以
下
略
)

0
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(
お
)
[
内
務
省
告
示
第
二
号
]

福
井
県
越
前
国
敦
賀
郡
曙
町
鎮
座
国
幣
中
社
気
比
神

社
ヲ
官
幣
大
社
ニ
列
セ
ラ
ル

(
略
)

明
治
二
十
八
年
一
月
十
日
内
務
大
臣
子
爵
野
村
靖

(
お
)
[
内
務
省
告
示
第
四
十
五
号
]

福
井
県
越
前
国
敦
賀
郡
曙
町
鎮
座
官
幣
大
社
気
比
神

社
ヲ
自
今
気
比
神
宮
ト
称
セ
ラ
ル
、
旨
宣
下
相
成
ル

明
治
二
十
八
年
=
一
月
二
十
七
日内

務
大
臣
子
爵
野
村
靖

(
幻
)
[
内
務
省
告
示
第
三
一
十
=
五
ワ
]

金
崎
宮祭

神
尊
良
親
王

右
、
今
般
越
前
国
敦
賀
郡
敦
賀
町
金
崎
ノ
地
ニ
創
立

ニ
付
、
即
チ
宮
号
宣
下
社
格
ヲ
官
幣
中
社
ニ
列
セ
ラ

ル
、
旨
仰
出
サ
ル

明
治
二
十
=
一
年
九
月
十
二
日

内
務
大
臣
伯
爵
西
郷
従
道

(
お
)
[
内
務
省
告
示
第
四
十
七
号
]

後
醍
醐
天
皇
皇
子

恒
良
親
王

右
、
今
般
官
幣
中
社
金
崎
宮
へ
合
杷
仰
出
サ
ル

明
治
二
十
五
年
十
一
月
十
七
日

内
務
大
臣
伯
爵
井
上
馨

(
ぬ
)
楠
正
成
を
祭
神
と
す
る
湊
川
神
社
、
宗
良
親
王
を
祭

神
と
す
る
井
伊
谷
宮
な
ど
。
詳
し
く
は
村
上
重
良
『
慰

霊
と
招
魂
(
岩
波
新
書
)
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
四

年
)
の
六
八
1
八
=
一
頁
を
参
照
。

(
却
)
本
薄
の
み
が
「
金
崎
宮
」
と
記
さ
ず
、
表
紙
・
本
文

と
も
に
「
金
ケ
崎
宮
」
と
記
載
し
て
い
る
。

(
H
U
)

明
治
十
年
三
月
十
四
日
に
は
別
格
官
幣
杜
と
し
て
は

湊
川
神
社
に
続
く
順
序
と
さ
れ
た
(
後
に
順
序
は
変

更
さ
れ
る
)
。

[
内
務
省
達
丁
第
四
号
]

官
国
幣
社

別
格
官
幣
社
藤
島
神
社
順
序
之
儀
、
湊
川
神
社
次
列

ト
相
定
候
条
、
此
旨
為
心
得
相
達
候
事

(
必
)
「
固
幣
中
杜
若
狭
彦
神
社
明
細
帳
」
所
引
の
明
治
四

年
六
月
の
太
政
官
達
は
次
の
通
り
。

小
浜
藩

其
管
内
若
狭
彦
神
社
外
二
社
、
別
紙
之
通
被
仰
出

候
条
、
為
心
得
相
達
候
事

立
干
未
六
月
太
政
官

別
紙

若
狭
彦
神
社
若
狭
国
遠
敷
郡
龍
前
村
鎮
座

若
狭
姫
神
社
同
郡
遠
敷
村
鎮
座

気
比
神
社
越
前
国
敦
賀
郡
敦
賀
鎮
座

国
幣
中
社
列
、
自
今
官
祭
被
仰
出
侠
事

辛

未

六

月

太

政

官

(
m
M
)

注
(
但
)
参
照
。

(
仏
)
『
福
井
県
史
資
料
編
一
七
統
計
』
(
福
井
県
、
一
九

九
三
年
)
の
第
五
九
九
表
「
神
社
、
神
職
(
一
八
八

一
1
一
九
四
一
)
」
(
七
一
六
1
七
頁
)
に
よ
れ
ば
、

福
井
県
内
の
国
幣
中
社
数
は
一
八
八
一

1
一
人
九
四

年
ま
で
が
=
一
社
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
若
狭
彦

・
若
狭
姫
・
気
比
の
三
社
を
指
し
て
い
る
。
翌
一
八

九
五
1
一
九
O
O
年
ま
で
が
二
社
に
滅
じ
て
い
る
の

は
、
気
比
神
社
が
国
幣
大
社
に
昇
格
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
し
か
し
、
一
九
O
二
l
一
九
二
六
年
ま
で

の
一
一
十
五
年
間
は
、
二
社
か
ら
更
に
減
じ
て
一
社
と

計
上
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
若
狭
彦
神
社
一
社
の

み
を
国
幣
中
社
に
カ
ウ
ン
ト
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
再
び
一
九
二
八
1
一
九
三
七
年
ま
で
は

二
社
と
な
り
、
ま
た
一
九
三
八
1
一
九
四
一
年
、
が
一

社
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
九
O
二
年
以
降
の
数
字

の
増
減
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
か
。
こ
の
問
、
福

井
県
内
の
神
社
で
新
た
に
国
幣
中
社
に
昇
格
し
た
も

の
や
別
の
社
格
に
昇
格
し
た
も
の
も
な
い
。
ち
な
み

に
内
務
省
社
寺
局
編
纂
発
行
『
官
国
幣
社
一
覧
』
の

明
治
三
十
年
版
お
よ
び
明
治
三
十
一
年
版
は
、
若
狭

彦
神
社
を
国
幣
中
社
と
し
て
掲
げ
、
祭
神
に
若
狭
彦

神
(
若
狭
彦
神
社
祭
神
)
と
若
狭
比
昨
神
(
若
狭
姫

神
社
祭
神
)
の
二
座
を
数
え
て
い
る
。

(
何
)
梅
田
欽
治
「
栃
木
県
護
国
神
社
の
設
置
と
地
域
社

会
」
(
地
方
史
研
究
協
議
会
編
「
宗
教
・
民
俗
・
伝
統

社
会
の
歴
史
的
構
造
と
変
容
』
有
山
閣
、
一
九
九

五
年
)
、
今
井
昭
彦
「
群
馬
県
邑
楽
護
国
神
社
の
創
建

過
程
」
(
『
群
馬
文
化
』
二
四
七
号
、
一
九
九
六
年
)
、

本
康
宏
史
「
招
魂
社
制
度
の
地
域
的
展
開
と
十
五
年

戦
争
」
(
高
津
裕
一
一
編
「
北
陸
社
会
の
歴
史
的
展
開
』

能
登
印
刷
出
版
部
、
一
九
九
二
年
。
後
に
本
康
『
軍

都
の
慰
霊
空
間
|
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
|
』
〈
士
口

川
弘
文
館
、
二
O
O
二
年
〉
に
収
録
)
、
同
「
明
治
初

年
の
招
魂
祭
と
招
魂
社
|
地
域
的
受
容
を
め
ぐ
っ
て

」
(
『
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
』
一
六
号
、
二

0

0
四
年
)
な
ど
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




